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証券コード 6588
2023年６月８日

（電子提供措置の開始日 2023年５月31日）
株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番１号

代表取締役社長 錦 織 弘 信

第98期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第98期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置

をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第98期定時株主総会招集ご通知」として掲載しており
ますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスの上、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
https://www.toshibatec.co.jp/company/ir/stock/meeting.html

電子提供措置事項は、上記の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載して
おります。当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を閲覧いただけない場合は、以下の東証ウェブサイト（東証
上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、
「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、「縦覧書類」「株主総会招集通知／株主総会資料」欄をご確認下さいますよ
うお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットのいずれかの方法により議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2023年６月29日（木曜日）午後５時ま
でに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

・インターネットによるライブ配信について
本総会の模様をインターネット上でライブ配信いたします。視聴方法等については、６頁の「インターネ

ットによるライブ配信のご案内」をご高覧下さい。
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記

１ 日 時 2023年６月30日（金曜日） 午前10時（受付開始 午前９時）

２
場 所 東京都品川区東五反田二丁目17番２号 オーバルコート大崎 マークイースト

当社大崎事務所 ２階 会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照下さい）

３

目 的 事 項 報 告 事 項
第98期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、
計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役11名選任の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件

▶電子提供措置事項のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び定款第15条の規
定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して送付する書面には記載しておりません。したがって、
書面交付請求をいただいた株主様に対して送付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査
人が監査をした対象書類の一部であります。

▶書面交付請求をいただいていない株主様には、株主総会参考書類、並びに事業報告、連結計算書類及び監査報
告の一部を併せて送付いたします。なお、送付する書面の項番及び参照頁の記載は、電子提供措置事項と同一
となっておりますので、何卒ご了承下さい。

▶電子提供措置事項について修正が生じた場合は、１頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその
旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

第98期 期末配当金のお支払いについて
当社は、2023年５月11日開催の取締役会において、第98期に係る期末配当金として１株当たり20円

（税込）を2023年６月９日よりお支払いすることを決議いたしました。
つきましては、払渡期間（2023年６月９日から同年７月31日まで）内に、同封の配当金領収証により、

最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、上記期末配当金をお受け取り下さいますようお願い申し上げ
ます。
なお、配当金の送金方法をご指定の方には、別途送金の手続きをいたしました。
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株主総会にご出席いただく株主様

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。（ご押印は不要です）
また、議事資料として、本招集ご通知をご持参下さいますようお願い申し上げます。

書面またはインターネットにより議決権を行使いただく株主様
行使期限 2023年６月29日（木曜日）午後５時まで

書面による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記行使期限までに到達する

ようご返送下さい。
なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱

いいたします。

インターネットによる議決権の行使
インターネット（パソコン・スマートフォン）により議決権を行使される場合には、４頁

及び５頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、上記行使期限まで
に議案に対する賛否をご投票下さい。

書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、後に到達した議決権行使を有効なも
のとし、同一の日に到達した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。ま
た、インターネットにより複数回、またはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最
後に行使された議決権行使を有効なものとさせていただきます。

機関投資家の皆様

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合は、「議決権電子行使プ
ラットフォーム（いわゆる「東証プラットフォーム」）」をご利用いただけます。
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インターネットによる議決権行使のご案内

▷スマートフォンをご利用の方
　議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用議決権行
使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくこ
とにより、「議決権行使コード」と「パスワード」が入力不
要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権
を行使できます。詳細については、同封のリーフレットを
ご参照下さい。
※ ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

● インターネットによる議決権行使について

▼   議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへ
の接続料金、通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要にな
る場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

▼  パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境によって
は、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

パソコンによる操作手順

スマートフォンによる操作手順

左記の議決権行使ウェブサイトにアクセ
スし、「次へすすむ」をクリックする。

スマートフォン等のカメラを起動して、お手元の
議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン
⽤議決権⾏使ウェブサイトログインQRコード」
を読み取る。

議決権行使ウェブサイトへ
アクセスする1

QRコードを読み取る1

● パスワードのお取り扱いについて

▼   今回ご案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次
回の株主総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。パ
スワードのお電話等によるご照会には、お答えいたしかねます。

▼  パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認
する手段です。大切にお取り扱い願います。

▼  誤ったパスワードを一定回数以上入力されますと、メイン画面に
アクセスできなくなります。

▷パソコンをご利用の方
　下記の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、議決権行使
書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入
力の上、画面の案内に従って賛否をご投票下さい。

▽  議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

行使期限
2023年６月29日（木曜日）午後５時まで
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議決権行使書用紙に記載された「議決
権⾏使コード」を入力し「ログイン」を
クリックする。

※ 一度議決権を行使した後で行
使内容を変更される場合には、
再度QRコードを読み取り、議
決権行使書用紙に記載の「議
決権行使コード」及び「パス
ワード」を入力いただく必要
があります。

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」
と株主様が本株主総会でご使用になる新し
いパスワードを入力し、「登録」をクリックする。

画面の案内に従い、議案に対する賛否
をご投票下さい。

議決権行使コードを
入力し、ログインする2

議決権行使⽅法を選択する2

パスワードを入力する3

各議案の賛否を選択する3

賛否を投票する4

賛否を投票する4

●  インターネットによる議決権行使に関してご不明な場合は、下
記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀⾏
証券代⾏ウェブサポート　専⽤ダイヤル

電話：0120-652-031
受付時間：午前９時～午後９時

● その他のご照会は、下記にお問い合わせ下さい。
 （1） 証券会社に口座をお持ちの株主様
  お取引の証券会社宛にお問い合わせ下さい。
 （2）  証券会社に口座をお持ちではない株主様（特別口座を

お持ちの株主様）

三井住友信託銀⾏
証券代⾏事務センター
電話：0120-782-031

受付時間：午前９時～午後５時（土日休日を除く）

画面の案内に従い、議案に対する
賛否をご投票下さい。
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インターネットによるライブ配信のご案内
本総会の映像と音声を、株主の皆様に限定し、インターネットを通じてライブ配信いたします。事前にお申し

込みいただくことなく、ご自宅等からご視聴いただくことができますので、ぜひご活用下さい。
なお、本ライブ配信を通じて本総会当日の決議にご参加いただくことはできませんので、事前に議決権をご行

使いただいた上で、ご視聴下さい。

配信日時 2023年６月30日（金曜日）午前10時から
（ライブ配信サイトへは、開始時刻30分前の午前９時30分頃からアクセス可能となる予定です。）

視聴方法

(1)ライブ配信サイトへは、当社ウェブサイトからアクセスいただけます。パソコン・スマート
フォンにて以下のＵＲＬまたはＱＲコードを使用し、当社ウェブサイトの株主総会情報ペー
ジにアクセスして下さい。

ＵＲＬ：https://www.toshibatec.co.jp/company/ir/stock/meeting.html

(2)ライブ配信サイトへのアクセス後、パスワードを入力する画面が表示されますので、以下の
パスワードをご入力下さい。

(3)以降、画面の案内に従って操作いただくことで、ライブ配信をご視聴いただけます。

ご視聴に
当たっての
ご注意事項

・ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。
・ライブ配信の撮影、録画、録音、保存及びＳＮＳ等での公開等は、ご遠慮下さい。
・システム障害やインターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不
具合が発生する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

・ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
・ご視聴いただく場合の通信料金等は、株主様のご負担となります。
・やむを得ない事情により、ライブ配信を行うことができなくなる可能性がございます。その場
合は、当社ウェブサイト（https://www.toshibatec.co.jp/）にてお知らせいたします。

株主総会に
ご来場
いただく
株主様への
ご案内

・ライブ配信用の会場の撮影については、株主様のプライバシー等に配慮し、役員席付近及びス
クリーン映像のみとさせていただく予定ですが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしま
う場合がございますので、あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。

※ ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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第１号議案 取締役11名選任の件

取締役全員（10名）が本総会終結の時をもって任期満了となりますこと、並びに経営体制の一層の強化・充
実を企図して１名増員することを踏まえ、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 当社における地位及び担当

取締役
在任年数

（本総会終結時）

取締役会
出席状況

（2022年度）

１
にし こり ひろ のぶ

錦 織 弘 信 再 任
代表取締役社長
社長執行役員
指名委員会委員、報酬委員会委員

３年 出席率100％
18回/18回

２
うち やま まさ み

内 山 昌 巳 再 任
取締役
専務執行役員、社長補佐、経営企画担
当、生産調達戦略担当

５年 出席率100％
18回/18回

３
ゆ ざわ まさ し

湯 沢 正 志 新 任
常務執行役員、社長補佐、全社海外事業
責任者、リテール・ソリューション事業
本部副事業本部長（海外事業担当）

― ―

４
おお にし やす き

大 西 泰 樹 新 任 常務執行役員、リテール・ソリューショ
ン事業本部長 ― ―

５
たけ い じゅん いち

武 井 純 一 再 任
取締役
常務執行役員、ＩＴ戦略システム担当、
ＤＸ戦略部長、全社営業統括責任者

４年 出席率100％
18回/18回

６
たに なお ふみ

谷 尚 史 新 任 ― ― ―

７
み はら たか まさ

三 原 隆 正 再 任 取締役 ２年 出席率100％
18回/18回

８
くわ はら みち お

桑 原 道 夫 社外取締役
候補者再 任 社外取締役

特別委員会委員長、指名委員会委員長 ７年 出席率100％
18回/18回

９
なが せ しん

長 瀬 眞 社外取締役
候補者再 任

社外取締役
特別委員会委員、指名委員会委員、報酬
委員会委員

７年 出席率94％
17回/18回

10
もり した ひろ たか

森 下 洋 司 社外取締役
候補者再 任 社外取締役

報酬委員会委員長、特別委員会委員 ３年 出席率100％
18回/18回

11
あお き み ほ

青 木 美 保 社外取締役
候補者再 任

社外取締役
特別委員会委員、指名委員会委員、報酬
委員会委員

３年 出席率100％
18回/18回
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候補者
番 号 １ 再 任

にし こり ひろ のぶ

錦 織 弘 信 （1956年８月２日生）

■ 取締役在任年数 ３年（本総会終結時） ■ 取締役会出席率（2022年度） 100％（18回/18回）
■ 所有する当社の株式数 8,324株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1980年４月 富士通㈱ 入社
2006年12月 同社 経営執行役、ストレージプロダクト事業本部長
2009年10月 ㈱東芝 入社、デジタルメディアネットワーク社社長附
2010年４月 同社 ストレージプロダクツ社ＨＤＤ事業部長
2010年６月 同社 執行役常務
2012年６月 同社 執行役上席常務
2013年10月 同社 クラウド＆ソリューション社社長
2015年４月 同社 インダストリアルＩＣＴソリューション社社長
2017年６月 同社 執行役専務
2017年７月 同社 デジタルソリューション所管、東芝デジタルソリューションズ㈱ 取締役社長
2020年４月 当社 副社長執行役員、社長補佐
2020年６月 当社 代表取締役社長、社長執行役員（現在）
2021年12月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）

■ 候補者とした理由
豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者とい
たしました。
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候補者
番 号 ２ 再 任

うち やま まさ み

内 山 昌 巳 （1962年１月13日生）

■ 取締役在任年数 ５年（本総会終結時） ■ 取締役会出席率（2022年度） 100％（18回/18回）
■ 所有する当社の株式数 8,044株（注⑥）
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1984年４月 当社 入社
2012年１月 当社 システムソリューション事業本部技師長
2014年４月 当社 システムソリューション事業本部中部支社長
2015年７月 当社 執行役員
2017年４月 当社 リテール・ソリューション事業本部営業統括責任者、同国内営業推進統括部長
2018年４月 当社 リテール・ソリューション事業本部長
2018年６月 当社 取締役、常務執行役員
2020年４月 当社 取締役、専務執行役員、社長補佐（現在）
2022年４月 当社 経営企画担当、生産調達戦略担当（現在）

■ 候補者とした理由
豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者とい
たしました。

候補者
番 号 ３ 新 任

ゆ ざわ まさ し

湯 沢 正 志 （1960年10月３日生）

■ 所有する当社の株式数 1,860株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1983年４月 富士通㈱ 入社
2006年12月 同社 ストレージプロダクト事業本部プロジェクト統括部長
2009年10月 東芝ストレージデバイス㈱ 入社
2011年４月 ㈱東芝 入社、同社 ＨＤＤ事業部エンタープライズ・ストレージ販売推進部長
2017年７月 東芝デジタルソリューションズ㈱ 入社、同社 経営企画部長
2020年１月 同社 取締役、経営企画部長
2020年７月 当社 入社、社長附

2021年４月 当社 常務執行役員、社長補佐、全社海外事業責任者、リテール・ソリューション事業本部副事業本部長（海外事業
担当）（現在）

■ 候補者とした理由
豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者とい
たしました。
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候補者
番 号 ４ 新 任

おお にし やす き

大 西 泰 樹 （1964年４月25日生）

■ 所有する当社の株式数 3,626株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1987年４月 当社 入社
2012年10月 当社 システムソリューション事業本部東京支社東京専門店営業統括部長
2016年４月 当社 リテール・ソリューション事業本部東京支社副支社長
2018年４月 当社 リテール・ソリューション事業本部関西支社長
2019年６月 当社 執行役員
2020年４月 当社 リテール・ソリューション事業本部商品・マーケティング統括部長
2021年４月 当社 リテール・ソリューション事業本部副事業本部長
2022年４月 当社 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長（現在）

■ 候補者とした理由
豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者とい
たしました。

候補者
番 号 ５ 再 任

たけ い じゅん いち

武 井 純 一 （1962年９月30日生）

■ 取締役在任年数 ４年（本総会終結時） ■ 取締役会出席率（2022年度） 100％（18回/18回）
■ 所有する当社の株式数 4,560株（注⑥）
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1987年４月 当社 入社
2012年１月 当社 システムソリューション事業本部経営企画部長
2012年４月 当社 経営企画部第一企画室長
2016年４月 当社 リテール海外事業推進部副事業推進部長
2018年６月 当社 執行役員
2018年６月 当社 ＩＴ戦略システム担当、全社営業統括責任者（現在）
2019年６月 当社 取締役（現在）
2022年４月 当社 ＤＸ戦略部長（現在）
2023年４月 当社 常務執行役員（現在）

■ 候補者とした理由
豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者とい
たしました。
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候補者
番 号 ６ 新 任

たに なお ふみ

谷 尚 史 （1964年８月19日生）

■ 所有する当社の株式数 ―株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1987年４月 ㈱東芝 入社
2015年４月 同社 社会インフラシステム社財務統括責任者
2017年７月 東芝インフラシステムズ㈱ 取締役
2019年６月 ㈱東芝 財務管理部長
2021年６月 同社 執行役常務、戦略委員会室バイスプレジデント
2022年６月 東芝プラントシステム㈱ 取締役上席常務、社長補佐、経理部長 兼 ＩＦＲＳ・Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長（現在）

■ 候補者とした理由
豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者とい
たしました。

候補者
番 号 ７ 再 任

み はら たか まさ

三 原 隆 正 （1967年８月14日生）

■ 取締役在任年数 ２年（本総会終結時） ■ 取締役会出席率（2022年度） 100％（18回/18回）
■ 所有する当社の株式数 ―株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1991年４月 ㈱東芝 入社
2007年９月 東芝アジアパシフィック社（シンガポール）総務責任者
2010年６月 ㈱東芝 人事・総務部労働企画担当グループ長
2016年７月 同社 人事・総務部人事企画担当グループ長
2020年４月 同社 人事・総務部人事企画第一室ゼネラルマネジャー
2020年８月 同社 人事・総務部ガバナンス組織推進プロジェクトチームゼネラルマネジャー
2021年４月 同社 執行役常務、人事・総務部バイスプレジデント
2021年４月 同社 人事・総務部担当（現在）
2021年６月 同社 サステナビリティ推進部担当（現在）
2021年６月 当社 取締役（現在）
2022年３月 ㈱東芝 コーポレートコミュニケーション部担当（現在）
2022年６月 同社 執行役上席常務（現在）

■ 候補者とした理由
豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者とい
たしました。
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候補者
番 号 ８ 社外取締役

候補者再 任
くわ はら みち お

桑 原 道 夫 （1948年10月24日生）

■ 取締役在任年数 ７年（本総会終結時） ■ 取締役会出席率（2022年度） 100％（18回/18回）
■ 所有する当社の株式数 ―株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1972年４月 丸紅㈱ 入社
2002年４月 同社 執行役員
2004年４月 同社 常務執行役員
2006年４月 同社 専務執行役員
2008年４月 同社 副社長執行役員
2008年６月 同社 代表取締役、副社長執行役員
2010年５月 ㈱ダイエー 代表取締役社長（2013年５月まで）
2016年４月 東京外国語大学 監事（現在）
2016年７月 当社 社外取締役（現在）
2017年２月 当社 指名・報酬諮問委員会委員長
2020年３月 片倉工業㈱ 社外取締役（現在）
2021年12月 当社 特別委員会委員長、指名委員会委員長（現在）

■ 候補者とした理由及び期待される役割の概要
東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有していることか
ら、社外取締役の候補者といたしました。
社外取締役に選任された場合には、豊富な経験、見識等を活かすとともに、引き続き特別委員会及び指名委員会の委員長を務めるこ
となどにより、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たしていただくことを期待しております。
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候補者
番 号 ９ 社外取締役

候補者再 任
なが せ しん

長 瀬 眞 （1950年３月13日生）

■ 取締役在任年数 ７年（本総会終結時） ■ 取締役会出席率（2022年度） 94％（17回/18回）
■ 所有する当社の株式数 ―株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1972年４月 全日本空輸㈱ 入社
2001年４月 同社 執行役員
2003年４月 同社 常務執行役員
2004年４月 同社 上席執行役員
2004年６月 同社 取締役、執行役員
2005年４月 同社 常務取締役、執行役員
2007年４月 同社 専務取締役、執行役員
2009年４月 同社 代表取締役副社長、執行役員
2012年４月 ㈱ANA総合研究所 代表取締役社長（2016年３月まで）
2016年６月 ㈱ハピネット 社外取締役（現在）
2016年６月 三菱地所㈱ 社外取締役（現在）
2016年７月 当社 社外取締役（現在）
2017年２月 当社 指名・報酬諮問委員会委員
2021年12月 当社 特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）

■ 候補者とした理由及び期待される役割の概要
東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有していることか
ら、社外取締役の候補者といたしました。
社外取締役に選任された場合には、豊富な経験、見識等を活かすとともに、引き続き特別委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員
を務めることなどにより、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たしていただくことを期待しておりま
す。
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候補者
番 号 10 社外取締役

候補者再 任
もり した ひろ たか

森 下 洋 司 （1950年10月７日生）

■ 取締役在任年数 ３年（本総会終結時） ■ 取締役会出席率（2022年度） 100％（18回/18回）
■ 所有する当社の株式数 ―株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1976年４月 ㈱豊田自動織機製作所（現 ㈱豊田自動織機） 入社
1999年３月 同社 自動車事業部生産技術部長
2005年６月 同社 取締役
2006年６月 同社 常務役員
2006年６月 イヅミ工業㈱ 代表取締役社長（2008年２月まで）
2008年６月 Toyota Motor Industries Poland Sp.z o.o 社長（2011年６月まで)
2008年６月 ㈱豊田自動織機 常務執行役員
2010年６月 同社 取締役
2011年６月 同社 専務取締役
2013年６月 同社 代表取締役副社長（2016年６月まで）
2020年６月 当社 社外取締役（現在）
2021年12月 当社 報酬委員会委員長、特別委員会委員（現在）

■ 候補者とした理由及び期待される役割の概要
東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有していることか
ら、社外取締役の候補者といたしました。
社外取締役に選任された場合には、豊富な経験、見識等を活かすとともに、引き続き報酬委員会の委員長及び特別委員会の委員を務
めることなどにより、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たしていただくことを期待しております。
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候補者
番 号 11 社外取締役

候補者再 任
あお き み ほ

青 木 美 保 （1961年４月12日生）

■ 取締役在任年数 ３年（本総会終結時） ■ 取締役会出席率（2022年度） 100％（18回/18回）
■ 所有する当社の株式数 ―株
■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1983年４月 ボストン・コンサルティング・グループ 入社（1985年７月まで）
1987年６月 米国ハーバード大学経営学大学院（経営学）修士課程修了
1987年８月 ソロモン・ブラザーズ・インク アソシエイト
1990年１月 ファイザー・インク ディレクター
1995年９月 エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱ 事業部長
2001年６月 デロイトトーマツコンサルティング㈱ 執行役員
2005年７月 エスケル・ジャパン・リミテッド㈱ 代表取締役
2008年３月 日本アムウェイ(同) 副社長（2010年７月まで）
2017年４月 昭和女子大学食安全マネジメント学科 非常勤講師
2019年４月 同学同科 特命准教授
2020年４月 同学同科 准教授（現在）
2020年６月 ㈱日立物流（現 ロジスティード㈱） 社外取締役（現在）
2020年６月 当社 社外取締役（現在）
2021年12月 当社 特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員（現在）

■ 候補者とした理由及び期待される役割の概要
東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者及び大学教員として培われた豊富な経験、見識等を有し
ていることから、社外取締役の候補者といたしました。
社外取締役に選任された場合には、豊富な経験、見識等を活かすとともに、引き続き特別委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員
を務めることなどにより、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たしていただくことを期待しておりま
す。

（注）①各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
②「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社（㈱東芝）及びその子会社における候補者の地位及び担当
を含めて記載しております。
③当社は、桑原道夫氏、長瀬眞氏、森下洋司氏及び青木美保氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425
条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しており、本総会において各氏が
社外取締役に再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
④当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の行為に起因して
保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害（法律上の損害賠償金及び争訟費用）
を、当該保険契約により填補することとしております。本総会において各候補者が取締役に選任された場合、各候補者は、当
該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約の次回更改時には、概ね同内容での更改を予定して
おります。
⑤当社は、桑原道夫氏、長瀬眞氏、森下洋司氏及び青木美保氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出てお
り、本総会において各氏が社外取締役に再任された場合、各氏は独立役員を継続する予定であります。
⑥当社の株式報酬型新株予約権を別途所有しております。
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第２号議案 補欠監査役１名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役の嵯峨谷厳氏の選任の有効期間が満了しますので、改めて、法令に定め
る社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと
存じます。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

社外監査役の
補欠監査役候補者再 任

さ が や つよし

嵯峨谷 厳 （1973年９月６日生）

■ 所有する当社の株式数 ―株
■ 略歴、地位、重要な兼職の状況

2001年10月 弁護士登録（現在）
2001年10月 ときわ総合法律事務所 入所
2004年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所
2007年10月 ときわ法律事務所 入所
2010年１月 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長（現在）
2016年６月 当社 社外監査役の補欠監査役（現在）
2020年２月 ㈱サクシード 社外監査役（現在）

■ 候補者とした理由
直接企業経営に関与された経験はありませんが、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に弁護士として培わ
れた豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役の補欠監査役の候
補者といたしました。

（注）①嵯峨谷厳氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
②当社は、本総会において嵯峨谷厳氏が社外監査役の補欠監査役に再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、同
氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責
任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。
③当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の行為に起因して
保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害（法律上の損害賠償金及び争訟費用）
を、当該保険契約により填補することとしております。本総会において嵯峨谷厳氏が社外監査役の補欠監査役に再任され、か
つ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、同氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険
契約の次回更改時には、概ね同内容での更改を予定しております。
④当社は、本総会において嵯峨谷厳氏が社外監査役の補欠監査役に再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、同
氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
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（ご参考）取締役及び監査役の主な専門性・経験分野（スキルマトリックス）
本総会において第１号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査役の構成並びに各役員の主な

専門性・経験分野は、次のとおりであります。

氏 名 地 位

主な専門性・経験分野 就任予定の委員会
（★は委員長）

企業経営
リスク・
コンプライ
アンス

会計・監査 グローバル
経験

ITテクノロ
ジー・DX

特別
委員会

指名
委員会

報酬
委員会

取

締

役

錦 織 弘 信 代表取締役社長
社長執行役員 ● ● ● ● ● ●

内 山 昌 巳 取締役
専務執行役員 ● ●

湯 沢 正 志 取締役
常務執行役員 ● ● ●

大 西 泰 樹 取締役
常務執行役員 ● ●

武 井 純 一 取締役
常務執行役員 ● ● ● ●

谷 尚 史 取締役
常務執行役員 ● ● ●

三 原 隆 正 取締役 ● ● ●

桑 原 道 夫 社外取締役 ● ● ● ★ ★

長 瀬 眞 社外取締役 ● ● ● ● ● ●

森 下 洋 司 社外取締役 ● ● ● ★

青 木 美 保 社外取締役 ● ● ● ● ●

監

査

役

富 沢 幸 樹 監査役 ●

山 口 直 大 監査役 ● ● ●

梅 葉 芳 弘 社外監査役 ● ● ●

大 澤 加奈子 社外監査役 ● ● ●

（注）上記は、各役員が有する全ての知見や経験を表すものではありません。
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（ご参考）

社外役員の独立性基準

取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者
は、独立性を有しないと判断する。
１．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を

除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、当社が10％以上保有している場
合。

２．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を
除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、当社の議決権の10％以上を保有している
場合。

３．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を
除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と当社との取引金額が、過去３事業年度のうちいず
れかの事業年度において、当該他社または当社の連結売上高の２％を超える場合。

４．当該社外役員が、現在または過去３年間において、現在、当社が当社の総資産の２％以上の資金を借り入
れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であ
った場合。

５．当該社外役員が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家または
コンサルタントとして、当社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該
社外役員が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専
門家またはコンサルタントとして、当社からその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。

６．当該社外役員が、現在もしくは過去３年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍してい
た法人、または本人に対する当社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、
1,000万円を超える場合。

７．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を
除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、当社の業務執行役員経験者が
いる場合。

８．当該社外役員が、現在または過去５事業年度における当社の会計監査人において、現在または過去３年間
に代表社員、社員または使用人であった場合。

注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。

以 上
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１．当社グループの現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果
当連結会計年度の世界経済は、各国における新型コロナウイルス感染防止対策と経済活動の両立が進み、景気

回復に向けた環境が整いつつありましたが、急激な物価上昇、原材料価格の高騰及び供給制約に加え、海外にお
ける金融引締めの加速や、ロシア・ウクライナ問題等の影響もあって、景気は依然として先行き不透明な状況が
続きました。
このような状況下で、当社グループは、中期経営計画（2022～2024年度）の基本方針「社会課題の解決に貢

献する新たな価値を共創によって生み出し、グローバルトップのソリューションパートナーへ」の下で、社業の
発展に向けた各種施策の実行に鋭意注力するとともに、店舗・オフィス・物流・製造各領域の課題解決に貢献す
るソリューションパートナーとして、お客様とともに、ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）達成に
向けた取り組みを推進し、持続可能な社会への貢献に努めてまいりました。
売上高については、海外市場向けＰＯＳシステム及び海外市場向け複合機の売上が為替の影響や米州での伸長

等により増加したことなどから、5,107億67百万円（前連結会計年度比15％増）となりました。なお、売上高
の前連結会計年度からの増加額654億50百万円の内、為替の影響による増加額は約492億円であります。損益に
ついては、部品及び国際貨物輸送の需給逼迫・価格高騰の影響等はあったものの、複合機の損益が改善したこと
などから、営業利益は160億78百万円（前連結会計年度比39％増）、経常利益は131億49百万円（前連結会計
年度比29％増）となりましたが、特許係争事案に関する「訴訟損失費用」を特別損失に計上したこと及び繰延税
金資産の一部取り崩しを行ったことなどから、親会社株主に帰属する当期純損失は、137億45百万円（前連結会
計年度は53億81百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。
なお、当事業年度に係る期末配当については、上記の業績、経営環境、配当の安定的実施等を総合的に勘案し

た結果、前事業年度の期末配当と同額の１株当たり20円とさせていただきます。株主の皆様におかれましては、
何卒ご了承賜りたいと存じます。

当連結会計年度の各事業の経過及びその成果は、次のとおりであります。

事業別売上高及び構成比

事業区分

前連結会計年度
2021年４月１日から
2022年３月31日まで

当連結会計年度
2022年４月１日から
2023年３月31日まで

前連結会計年度比
増減

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 増減額（百万円） 増減率（％）

リテールソリューション 266,964 59 296,951 58 29,987 11

ワークプレイスソリューション 182,129 41 217,672 42 35,543 20

計 449,094 100 514,624 100 65,530 15

消 去 △3,776 ― △3,857 ― △81 ―

合 計 445,317 ― 510,767 ― 65,450 15

（注）上記表及び以下に記載する事業別売上高は、事業間の売上消去前にて表示しております。
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2,670

2,970
58%
売上高構成比

売上高（億円）

2022
（年度）

2021

1,821

2,177
42%
売上高構成比

（年度）

2021

2022

売上高（億円）

リテールソリューション事業
売 上 高 2,970億円 前連結会計年度比 11％増
主要な事業内容
国内及び海外市場向けＰＯＳシステム、国内市場向けオートＩＤシステム、
並びにそれらの関連商品の開発・製造・販売・保守サービス

国内及び海外市場向けＰＯＳシステム、国内市場向けオートＩＤシステム、並びにそれらの関連商品等を取り
扱っているリテールソリューション事業は、新型コロナウイルス感染拡大の影響や、競合他社との競争激化が続
く厳しい事業環境の中で、「流通業界でグローバルトップのソリューションパートナーに」を目指して、グロー
バルリテールプラットフォーム「ELERA」及び戦略的パートナーシップによるソリューションビジネスの拡大、
成長領域（データサービス・次世代店舗・決済・ＳＣＭ）への集中投資、海外市場におけるサービス事業の拡大
等に取り組んでまいりました。
国内市場向けＰＯＳシステムは、小売業・飲食業等の投資意欲が回復傾向にあるものの、部品の供給制約、物

価上昇等の影響により依然として厳しい状況が続いたことから、売上は減少しましたが、新型コロナウイルス対
策を意識して、決済端末、セルフオーダーシステム、スマートレシート等の拡販に注力するとともに、販売価格
の改定にも取り組んだことから、売上に回復の兆しが見えました。
海外市場向けＰＯＳシステムは、為替の影響や、米州で販売が増加したことなどにより、売上は増加いたしま

した。
国内市場向けオートＩＤシステムは、特定顧客向けを中心にバーコードプリンタの販売が増加したことなどか

ら、売上は増加いたしました。
この結果、リテールソリューション事業の売上高は、2,969億51百万円（前連結会計年度比11％増）となり

ました。また、同事業の営業利益は、円安に伴うコスト上昇及び部品の需給逼迫・価格高騰といったマイナス影
響により国内市場向けＰＯＳシステムの損益が悪化したことから、91億96百万円（前連結会計年度比13％減）
となりました。

ワークプレイスソリューション事業
売 上 高 2,177億円 前連結会計年度比 20％増
主要な事業内容
国内及び海外市場向け複合機、海外市場向けオートＩＤシステム、国内及
び海外市場向けインクジェットヘッド、並びにそれらの関連商品の開発・
製造・販売・保守サービス

国内及び海外市場向け複合機、海外市場向けオートＩＤシステム、国内及び海外市場向けインクジェットヘッ
ド、並びにそれらの関連商品などを取り扱っているワークプレイスソリューション事業は、新型コロナウイルス
感染拡大の影響や、部品及び国際貨物輸送の需給逼迫・価格高騰、ポストコロナの働き方改革・オフィスのＤＸ
推進による印刷量の減少、競合他社との競争激化が続く厳しい事業環境の中で、「市況変動への対応力強化」に
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より目標達成に向け注力するとともに、成長領域での事業拡大に向けて、ＤＭＳ（Document Management
System）をはじめとしたソリューション、オートＩＤ事業、クラウドサービスの強化等に取り組んでまいりま
した。
複合機は、部品不足の影響は改善されましたが、国際貨物輸送の需給逼迫の影響による製品供給不足が続く中

で、輸送手段・経路の変更や販売価格の改定施策等に注力したことにより、米州、欧州、アジア等の海外地域で
販売が堅調であったことに加え、為替の影響もあって、売上は増加いたしました。
海外市場向けオートＩＤシステムは、米州、欧州、アジア等の各地域で販売が増加したことや、為替の影響に

より、売上は増加いたしました。
インクジェットヘッドは、海外顧客向けの販売が増加したものの、国内顧客向けの販売が減少したことから、

売上は減少いたしました。
この結果、ワークプレイスソリューション事業の売上高は、2,176億72百万円（前連結会計年度比20％増）

となりました。また、同事業の営業利益は、部品及び国際貨物輸送の需給逼迫・価格高騰の影響が改善しつつあ
ることに加え、製品供給量の回復や販売価格の改定等に伴う売上高の増加や徹底した固定費削減等により、68億
82百万円（前連結会計年度比59億24百万円増）と大幅増益を達成いたしました。

（注）オートＩＤシステムとは、ハード・ソフトを含む機器により、自動的にバーコード、ＩＣタグ等のデータを取り込み、内容を識
別・管理するシステムをいいます。

（2）設備投資等の状況
当連結会計年度中に実施した当社グループの設備投資の総額は、83億31百万円（前連結会計年度比22％増）

であります。

① 当連結会計年度に完成した主要設備
該当事項はありません。

② 当連結会計年度に継続中の主要設備の新設、拡充
ＰＯＳシステム及び複合機の新製品の金型。

③ 重要な設備の売却、撤去、滅失等
該当事項はありません。

（3）資金調達の状況
当社グループは、設備投資等に自己資金を充当しており、当連結会計年度中に増資及び社債発行等の特別な資

金調達は行っておりません。
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（4）対処すべき課題
今後の世界経済は、各国における経済対策等の効果により景気は緩やかに回復していくとみられるものの、海

外における金融引締め、原材料価格の高騰、長期化するロシア・ウクライナ問題等の影響により、景気は先行き
不透明な状況が続くものと予想されます。
このような状況下で、当社グループは、「社会課題の解決に貢献する新たな価値を共創によって生み出し、グ

ローバルトップのソリューションパートナーへ」の基本方針の下で、持続的な成長の実現に向けて、各種施策の
実行にグループ一丸となって取り組む所存でございます。
具体的には、当社のフィジカルアセットであるグローバルな顧客基盤と営業・保守網を活かし、パートナーと

の共創によりエコシステムを構築し付加価値の高いソリューションの提案を進めることで、社会課題の解決に貢
献するとともに、企業価値向上を目指してまいります。
2023年度（第99期）における各事業の主要施策は、次のとおりであります。
・リテールソリューション事業

主力商品である国内及び海外市場向けＰＯＳシステム、国内市場向けオートＩＤシステム、並びにそれ
らの関連商品の拡販と、ＤＸの推進によるトータルソリューションの提供に向けて、当社グループにおけ
るグローバルリソースの連携強化を加速してまいります。具体的には、パートナーとの共創及びグローバ
ルな開発体制強化によるソリューション開発の加速、地域に即した営業・マーケティングの展開、リカー
リングビジネスの強化、販売サービス網の最適化等、それぞれの施策におけるグローバル連携を強化し、
収益力の向上、新規事業領域の拡大及び新規顧客の獲得を図ってまいります。更に、2022年に米国テキ
サス州ダラス近郊に開設した拠点（Innovation & Incubation hub）を活用し、高いIT技術を持つソリ
ューションパートナーの発掘や新規ソリューションの開発、そして未来技術の創出を目指してまいりま
す。
・ワークプレイスソリューション事業

主力商品である海外及び国内市場向け複合機、海外市場向けオートＩＤシステム、国内及び海外市場向け
インクジェットヘッド、並びにそれらの関連商品の拡販と、幅広い商品群・マーケットを活かしたトータル
ソリューションの提供に向けて、戦略的新商品の開発・投入、地域に即した営業・マーケティングの展開、
販売サービス網の最適化、新興国事業の強化等により、強靭でスリムなグローバル・オペレーション体制を
構築し、収益体質の強化に努めてまいります。

株主の皆様には格別のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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■ 総資産（億円）■ 純資産（億円）■ 親会社株主に帰属する当期純利益（億円）

（年度） （年度）202220212019 2020 202220212019 2020

（年度）（年度）202220212019 2020 202220212019 2020

（5）財産及び損益の状況の推移

区分 2019年度
第95期

2020年度
第96期

2021年度
第97期

2022年度
第98期

（当連結会計年度）
売 上 高 （百万円） 483,799 405,694 445,317 510,767

営 業 利 益 （百万円） 13,977 8,263 11,566 16,078

営 業 利 益 率 （ ％ ） 2.9 2.0 2.6 3.1

経 常 利 益 （百万円） 11,559 7,193 10,197 13,149
親会社株主に帰属する
当期純利益（△損失） （百万円） 3,730 7,126 5,381 △13,745

１株当たり当期純利益（△損失） （ 円 ） 67.84 129.55 97.68 △248.37

総 資 産 （百万円） 288,473 289,313 310,256 310,692

純 資 産 （百万円） 96,384 109,862 117,662 102,206
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（6）重要な親会社及び子会社の状況（2023年３月31日現在）
① 親会社の状況
・親会社との関係

親会社名 資本金 当社に対する
議決権比率（％） 当社との関係

㈱ 東 芝 200,869百万円 直接
間接

52.2
0.1

資金運用のための預け入れ
関係会社株式の取得

・親会社との取引に関する事項
当社は、当社グループにおける資金の有効活用のために、㈱東芝に対して資金の預け入れを行っておりま

すが、資金の預け入れについては、同社以外からも金利の提示を受け、市場の実勢レート等を勘案して決定
しております。
また、当社は、㈱東芝から同社の関係会社の株式を取得しておりますが、当該関係会社株式の取得につい

ては、第三者算定機関により算定された価額を参考に協議の上、決定しております。
このことから、当社取締役会は、親会社との当該取引が、当社独自の経営判断で決定されており、親会社

からの一定の独立性が確保されているものと考え、当社の利益を害するものではないと判断しております。
・親会社グループにおける当社の位置づけ

当社は、東芝グループにおいて、リテール＆プリンティングソリューション事業を担い、開発・製造・販
売等の事業全般に亘り、当社主体の事業運営を行っております。研究開発、相互の商品・部品供給、営業活
動等、㈱東芝及び東芝グループ各社とは広範な事業協力関係にありますが、上場会社として、独立性を維
持・確保する中で、今後とも連携を図ってまいります。
・親会社との間の重要な財務及び事業の方針に関する契約等
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
下記の重要な子会社を含め、当連結会計年度の連結子会社は67社（前連結会計年度比２社減）であります。

会社名 資本金または出資金 当社の議決権
比率（％） 主要な事業内容 所在地

東芝アメリカビジネス
ソ リ ュ ー シ ョ ン 社

307,673千
米ドル 50.1 ワークプレイスソリューション事業 米国

東芝グローバルコマースソリューション社 360,000千
米ドル ＊ 100.0 リテールソリューション事業 米国

東 芝 テ ッ ク 深 圳 社 20,158千
米ドル 95.7 ワークプレイスソリューション事業 中国

東 芝 テ ッ ク
ソリューションサービス㈱ 200百万円 100.0 リテールソリューション事業 東京都品川区
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会社名 資本金または出資金 当社の議決権
比率（％） 主要な事業内容 所在地

東 芝 テ ッ ク 香 港
調達・物流サービス社

2,000千
香港ドル 100.0 ワークプレイスソリューション事業 中国

東芝テックシンガポール社 40,000千
シンガポールドル 100.0 リテールソリューション事業 シンガポール

東 芝 テ ッ ク ド イ ツ
画 像 情 報 シ ス テ ム 社

11,000千
ユーロ 100.0 ワークプレイスソリューション事業 ドイツ

テックインドネシア社 1,500千
米ドル ＊ 100.0 リテールソリューション事業 インドネシア

東 芝 テ ッ ク フ ラ ン ス
画 像 情 報 シ ス テ ム 社

41,515千
ユーロ 100.0 ワークプレイスソリューション事業 フランス

東芝グローバルコマース
ソリューション・メキシコ社

689,087千
メキシコペソ ＊ 100.0 リテールソリューション事業 メキシコ

東芝テックマレーシア製造社 35,000千
マレーシアリンギット 100.0 ワークプレイスソリューション事業 マレーシア

テックインフォメーション
シ ス テ ム ズ ㈱ 140百万円 100.0 リテールソリューション事業 伊豆の国市

東 芝 テ ッ ク 英 国
画 像 情 報 シ ス テ ム 社

26,117千
スターリングポンド 100.0 ワークプレイスソリューション事業 英国

東 芝 テ ッ ク カ ナ ダ
ビジネスソリューション社

16,700千
カナダドル 100.0 ワークプレイスソリューション事業 カナダ

東芝グローバルコマース
ソリューション・イタリア社

115千
ユーロ ＊ 100.0 リテールソリューション事業 イタリア

東芝オーストラリア社 27,050千
オーストラリアドル 100.0 ワークプレイスソリューション事業 オーストラリア

東芝グローバルコマース
ソリューション・カナダ社

31,146千
カナダドル ＊ 100.0 リテールソリューション事業 カナダ

東芝グローバルコマース
ソリューション・オランダ社

18千
ユーロ ＊ 100.0 リテールソリューション事業 オランダ

東芝グローバルコマース
ソリューション・ホールディングス㈱ 100百万円 100.0 リテールソリューション事業 東京都品川区

（注）①当社の議決権比率の内、＊印は間接所有を含めて表示しております。
②特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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（7）主要な事業内容（2023年３月31日現在）
主要な事業内容は、「１．当社グループの現況に関する事項（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりで

あります。

（8）主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）
① 当社

区分 名称、所在地

本 社 東京都品川区大崎一丁目11番１号

開 発 ・ 製 造 拠 点 静岡事業所（三島市、伊豆の国市）

販 売 拠 点 等
TEC 01 SIGHT（東京都港区）、東北支社（仙台市）、北関東支社（さい
たま市）、東京支社（東京都品川区）、中部支社（名古屋市）、関西支社
（大阪市）、中四国支社（広島市）、九州支社（福岡市）他46支店・営業所

② 重要な子会社
重要な子会社の所在地は、「１．当社グループの現況に関する事項（6）重要な親会社及び子会社の状況 ②重

要な子会社の状況」に記載のとおりであります。

（9）従業員の状況（2023年３月31日現在）
事業区分 従業員数（名） 前連結会計年度末比増減（名）

リ テ ー ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 9,762 45 （増）

ワークプレイスソリューション 8,571 230 （増）

当 社 本 社 部 門 573 92 （増）

合 計 18,906 367 （増）
（注）従業員数は、就業人員であります。

（10）主要な借入先（2023年３月31日現在）
該当事項はありません。
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（11）事業の譲渡、合併等企業再編行為等
該当事項はありません。

（12）その他当社グループの現況に関する重要な事項
当社及び国内子会社１社は、セミセルフレジに関する特許権に関連して、㈱寺岡精工から訴訟の提起及び仮処

分命令の申立てを受けておりましたが、2022年11月30日に和解により解決いたしました。この和解契約の主な
内容は以下のとおりです。
（和解契約の主な内容）
和解は、当社が㈱寺岡精工に対して、解決金として69億00百万円を支払うこと、当社が2024年5月以降、

当社が提供してきたセミセルフPOSシステム（下記［注］参照。以下「所定のセミセルフPOSシステム」と
いう。）の販売を終了すること、販売終了までの一定期間に限り㈱寺岡精工から特許等につき有償のライセン
スを受け、所定のセミセルフPOSシステムを販売すること、㈱寺岡精工が東京地方裁判所に提起した特許権
侵害訴訟及び仮処分命令の申立てを取り下げること、及び当社が東京地方裁判所に提起した仮処分命令の申
立てを取り下げることを主な内容としております。
［注］：店員が消費者の購入商品の登録を登録機で行い、複数の会計機のうちから店員によって選択された会

計機で消費者が会計を行うセミセルフPOSシステムであって、消費者が会計に使用する会計機と登録
機の間の商品登録データの転送につき、当社POSソフトウェアPrimeStore Rev.1～34と同じ方式を
とるもの。
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その他の法人
54.4%

個人その他
5.6%

外国法人等
21.5%

証券会社
7.3%

金融機関
11.2%

所有者別株式分布状況

２．会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）

（1）発行可能株式総数
200,000,000株

（2）発行済株式の総数
55,347,472株（自己株式2,281,668株を除く）

（3）株主数
7,562名

（4）大株主
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

㈱ 東 芝 28,827 52.1

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 3,764 6.8

モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー Ｍ Ｕ Ｆ Ｇ 証 券 ㈱ 3,059 5.5

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 1,195 2.2
ステート ストリート バンク アンド トラスト
カ ン パ ニ ー ５１０３１２ 1,038 1.9

㈱ デ ジ タ ル ガ レ ー ジ 1,009 1.8

ゴールドマン サツクス インターナシヨナル 978 1.8
ステート ストリート バンク アンド トラスト
カ ン パ ニ ー ５１０３１１ 821 1.5

東 芝 テ ッ ク 社 員 持 株 会 732 1.3

第 一 生 命 保 険 ㈱ 728 1.3
（注）持株比率は、自己株式を除いた発行済株式総数により算定しております。
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（5）当事業年度中に職務執行の対価として取締役及び執行役員に交付した株式の状況
区分 株式数（株） 交付対象者数（名）

業 務 執 行 取 締 役 9,782 6
執 行 役 員
( 取 締 役 兼 務 者 を 除 く ) 10,606 13
（注）①業務執行取締役及び執行役員（取締役兼務者を除く）には、いずれも交付時点で退任していた者が含まれます。

②業務執行取締役以外の取締役及び監査役には、職務執行の対価として株式を交付しておりません。

（6）その他会社の株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）新株予約権等の状況

名称
（割当日） 行使期間 新株予約権

の数(個)
目的となる
株式の数(株)

１株当たり
払込金額(円)

１株当たり
行使価額(円)

第９回株式報酬型新株予約権
（2016年８月31日）

2016年９月１日から
2046年８月31日まで 7 1,400 2,015 1

第10回株式報酬型新株予約権
（2017年８月９日）

2017年８月10日から
2047年８月９日まで 5 1,000 3,025 1

第11回株式報酬型新株予約権
（2018年８月９日）

2018年８月10日から
2048年８月９日まで 14 2,800 3,195 1

第12回株式報酬型新株予約権
（2019年７月23日）

2019年７月24日から
2049年７月23日まで 47 9,400 3,101 1

（注）①上記の新株予約権は、業務執行取締役及び執行役員に割り当てたものです。この新株予約権を割り当てられた取締役及び執行
役員は、原則として、行使期間内で、かつ取締役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株
予約権の全数を一括して行使することができます。
②当社は、2018年10月１日をもって、株式併合を実施するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
これに伴い、「目的となる株式の数」及び「１株当たり払込金額」が調整されております。

（2）取締役及び執行役員が保有する新株予約権等の状況

名称 業務執行取締役 執行役員（取締役兼務者を除く）
新株予約権の数(個) 保有者数(名) 新株予約権の数(個) 保有者数(名)

第９回株式報酬型新株予約権 7 1 ― ―
第10回株式報酬型新株予約権 5 1 ― ―
第11回株式報酬型新株予約権 14 3 ― ―
第12回株式報酬型新株予約権 23 4 24 6
（注）業務執行取締役以外の取締役及び監査役は、新株予約権を保有しておりません。

（3）当事業年度中に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（4）その他会社の新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

2023年05月26日 11時26分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



31

４．会社役員に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）取締役及び監査役の氏名等

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役
社 長 錦 織 弘 信 社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）

指名委員会委員、報酬委員会委員
取 締 役 内 山 昌 巳 専務執行役員、社長補佐、経営企画担当、生産調達戦略担当

取 締 役 井 上 幸 夫 常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、内部管理体制推進担当、
財務部長

取 締 役 金 田 仁 常務執行役員、法務担当、総務部長
指名委員会委員、報酬委員会委員

取 締 役 武 井 純 一 執行役員、ＩＴ戦略システム担当、ＤＸ戦略部長、全社営業統括責任者

取 締 役 三 原 隆 正 ㈱東芝 執行役上席常務、サステナビリティ推進部担当、人事・総務部
担当、コーポレートコミュニケーション部担当

社外取締役 桑 原 道 夫
特別委員会委員長、指名委員会委員長
東京外国語大学 監事
片倉工業㈱ 社外取締役

社外取締役 長 瀬 眞
特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員
㈱ハピネット 社外取締役
三菱地所㈱ 社外取締役

社外取締役 森 下 洋 司 報酬委員会委員長、特別委員会委員

社外取締役 青 木 美 保
特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員
昭和女子大学食安全マネジメント学科 准教授
㈱日立物流 社外取締役

監 査 役 富 沢 幸 樹 （常勤）

監 査 役 山 口 直 大 （常勤）

社外監査役 梅 葉 芳 弘 専修大学大学院経済学研究科 客員教授

社外監査役 大 澤 加奈子
リンテック㈱ 社外取締役（監査等委員）
TPR㈱ 社外取締役
大塚ホールディングス㈱ 社外監査役

（注）①2022年6月27日開催の第97期定時株主総会終結の時をもって、社外監査役 奥宮京子氏は、任期満了により退任いたしまし
た。
②社外監査役 大澤加奈子氏は、第97期定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。
③監査役 富沢幸樹氏は、当社の経理・財務に関する業務に長年に亘り従事した経験を有しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しております。
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④社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 青木美保氏、社外監査役 梅葉芳弘氏及び同 大澤加奈子氏の重要な兼職先と
当社との間に開示すべき関係はありません。
⑤当社は、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏、同 青木美保氏、社外監査役 梅葉芳弘氏及び同 大澤
加奈子氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

⑥2023年４月１日付にて、次のとおり担当及び重要な兼職の状況に変更がありました。
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 錦 織 弘 信 社長執行役員
指名委員会委員、報酬委員会委員

取 締 役 金 田 仁
常務執行役員、法務担当、リスク・コンプライアンス統括責任者
（ＣＲＯ）、総務部長
指名委員会委員、報酬委員会委員

取 締 役 武 井 純 一 常務執行役員、ＩＴ戦略システム担当、ＤＸ戦略部長、全社営業
統括責任者

⑦当社は、執行役員制度を導入しております。2023年３月31日現在の執行役員の員数は16名で、上記の取締役兼務者を除く執
行役員の構成は、常務執行役員 江口健氏、同 湯沢正志氏、同 大西泰樹氏、執行役員 古山浩之氏、同 河野英治氏、同
小山幸男氏、同 平等弘二氏、同 田中康己氏、同 中村鐵也氏、同 千代豊氏及び同 平和樹氏の11名となっております。
なお、2023年3月31日をもって、常務執行役員 江口健氏、執行役員 河野英治氏、同 田中康己氏は、任期満了により退
任いたしました。また、同年4月1日付にて、下川司郎氏が執行役員に新たに就任し、執行役員の員数は14名となっておりま
す。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏、同 青木美保氏、社外監査役 梅葉芳弘

氏及び同 大澤加奈子氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。

(3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の

行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害（法律上
の損害賠償金及び争訟費用）を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者の
範囲は、当社の取締役、監査役及び執行役員、並びに当社の国内及び海外子会社の役員及び管理職従業員の一部
であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為または被保険

者が法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害を填補の対象から除くこととするなど、一
定の免責事由を定めております。
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（4）取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、報酬委員会の審議を経た上で、取締役会において、次のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る

決定方針を定めております。
ア．取締役の個人別報酬の決定に関する基本方針
取締役に対する報酬は、優秀な人材を確保すること、その監督機能を有効に機能させること、及び中長期
的な企業価値の向上を図ることを主眼に決定することを基本方針とする。

イ．報酬水準
当社の発展を担う優秀な経営人材を確保・維持できる報酬水準とする。具体的決定に当たっては、上場会
社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案する。なお、報酬水準は、経営環境の
変化等に応じて、適時・適切に見直すものとする。

ウ．業務執行取締役の報酬
・業務執行取締役に対する報酬は、役位に応じた固定報酬及び業績連動報酬とし、両報酬ともに金銭及び株
式により支給する。
・業績連動報酬は、業績評価期間（原則として１事業年度）の業績指標の達成度合いに応じて支給額を決定
し、役位に応じて設定した割合により、金銭及び株式により支給する。
・株式として支給する報酬は、譲渡制限付株式報酬（固定報酬）及び業績連動型譲渡制限付株式報酬（業績
連動報酬）とし、退任時までの譲渡制限を付すことにより、中長期的な企業価値向上に対するインセンテ
ィブを有効に機能させるものとする。
・国内非居住者については、法令その他の事情を勘案し、株式に代えて仮想株式（ファントム・ストック）
を付与し、それに一定期間経過後の株価を乗じた額の金銭を支給することができる。

エ．社外取締役の報酬
社外取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬とする。

オ．報酬の種類別の割合
固定報酬（金銭）、譲渡制限付株式報酬、業績連動報酬（金銭）、業績連動型譲渡制限付株式報酬の割合
は、当社が目標とする一定の業績が達成された場合、代表取締役社長において、概ね50：８：17：25を
目安とする。代表取締役社長以外の業務執行取締役については、代表取締役社長と比べ、固定報酬（金
銭）の割合をやや高めに設定する。

カ．その他
・取締役の個人別の報酬等は、取締役会において決定するものとし、取締役その他の第三者への委任は行わ
ない。
・取締役の個人別報酬の算定方法、報酬額または株数等は、報酬委員会の審議を経た上で、同委員会の審議
結果を尊重することを前提として、取締役会において決定する。
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なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、報酬委員会が、取締役会の諮問に基
づき、当該報酬等の内容の妥当性等について複数回に亘り審議を行うとともに、同委員会の委員長が、当該審議
結果について取締役会に答申しており、取締役会は、同委員会の審議結果を尊重することを前提として、当該報
酬等の内容を決定しております。したがって、取締役会は、当該報酬等の内容が上記決定方針に沿うものである
と判断しております。

② 監査役の報酬に関する事項
監査役に対する報酬は、金銭による固定報酬とし、その額は監査役の協議により決定いたします。

③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
ア．当社は、2016年６月24日開催の第91期定時株主総会決議により、取締役の金銭報酬の総額は年額300百
万円以内（内、社外取締役42百万円以内）、監査役の金銭報酬の総額は年額110百万円以内と定めており
ます。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（内、社外取締役２名）であり、監査役の
員数は４名であります。

イ．当社は、2020年６月26日開催の第95期定時株主総会決議により、上記の報酬枠とは別に、業務執行取締
役に対して、「譲渡制限付株式報酬」及び「業績連動型譲渡制限付株式報酬」制度を導入しており、当該
制度に基づき業務執行取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、譲渡制限付株式報酬については年
額30百万円以内、業績連動型譲渡制限付株式報酬については年額100百万円以内とし、合計年額130百万
円以内と定めるとともに、当該制度に基づき業務執行取締役に対して発行または処分する当社の普通株式
の総数は、譲渡制限付株式報酬については年14,000株以内、業績連動型譲渡制限付株式報酬については
年46,000株以内とし、合計年60,000株以内と定めております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締
役の員数は12名（内、社外取締役４名）であり、業務執行取締役の員数は７名であります。

ウ．当社は、2022年６月27日開催の第97期定時株主総会決議により、経営環境の変化等に伴い取締役の責務
が増大していること、並びにコーポレートガバナンス体制の更なる強化の観点から社外取締役に期待する
役割が拡大していることなどを踏まえ、取締役の金銭報酬の総額を年額400百万円以内（内、社外取締役
100百万円以内）と改定いたしました。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（内、社
外取締役４名）であります。

2023年05月26日 11時26分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



35

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

対象となる
役員の員数
（名）

金銭報酬 非金銭報酬等

固定報酬
業績連動報酬等

譲渡制限付
株式報酬業績連動報酬

業績連動型
譲渡制限付
株式報酬

取 締 役
（社外取締役を除く） 174 118 17 20 17 5

社 外 取 締 役 40 40 ― ― ― 4

監 査 役
（社外監査役を除く） 45 45 ― ― ― 2

社 外 監 査 役 15 15 ― ― ― 3

（注）①取締役（社外取締役を除く）については、当事業年度末現在の取締役６名うち、無報酬の非業務執行取締役１名を除いて表示
しております。

②社外監査役については、当事業年度末現在の社外監査役２名と当事業年度中に退任した社外監査役１名とを合わせて表示して
おります。

③業務執行取締役に対して、業績連動報酬等として業績連動報酬（金銭）及び業績連動型譲渡制限付株式報酬を支給いたしま
す。
業績連動報酬等の額または数の算定の基礎とする業績指標は、収益性及び資産効率等の定量的指標並びに将来の事業達成に繋
がる取り組み等の定性的指標を組み合わせることとしており、当連結会計年度においては、当社が経営指標として重視してい
る営業利益率（ＲＯＳ）、営業利益及びキャッシュ・フロー等を定量的指標として採用しております。なお、業績連動報酬等
の算定の基礎とする主要な定量的指標の当連結会計年度の実績は、営業利益率（ＲＯＳ）は3.1％、営業利益は160億78百万
円、営業活動によるキャッシュ・フローはプラス151億６百万円となりました。
業績連動報酬等の額または数の算定方法は、次のとおりであります。
・業績連動報酬（金銭）
業績評価期間（原則として１事業年度）の業績指標の達成度合いに応じた係数に、役位別に定められた基準額を乗じた額と
いたします。

・業績連動型譲渡制限付株式報酬
業績連動報酬（金銭）の額に、役位別に定められた株式報酬比率を乗じた額を、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引
所における当社の普通株式の終値を基礎として業務執行取締役に特に有利にならない金額で割った数といたします。

④業務執行取締役に対して、非金銭報酬等として譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬を支給いたします。
業務執行取締役は、当社から支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込むことで、当社の普通株式について発
行または処分を受けることとし、当社の普通株式の発行または処分に当たってのその１株当たりの払込金額は、取締役会決議
日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、業務執行取締役に特に有利な金額とならない範
囲で、取締役会において決定いたします。
業務執行取締役に当社が発行または処分する当社の普通株式を割り当てるに当たっては、当社と業務執行取締役との間で、
（ア）一定期間、割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、（イ）一定の事由
が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものと
いたします。
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（5）社外役員に関する事項
① 当事業年度における社外取締役の主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行っ
た職務の概要
地位 氏名 主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 桑 原 道 夫

主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を活かし、独立した客
観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を行っております。
当事業年度に開催した取締役会18回の全て（100％）に出席し、意思決
定の妥当性等を確保するための発言を適宜行うとともに、特別委員会の委
員長として当事業年度に開催した同委員会３回の全て（100％）に出席
し、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為の実施の是
非等について審議し、取締役会に答申しております。また、指名委員会の
委員長として当事業年度に開催した指名委員会２回の全て（100％）に出
席し、取締役及び監査役候補者の指名等について審議し、取締役会に答申
しております。

社外取締役 長 瀬 眞

主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を活かし、独立した客
観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を行っております。
当事業年度に開催した取締役会18回の内17回（94％）に出席し、意思決
定の妥当性等を確保するための発言を適宜行うとともに、特別委員会の委
員として当事業年度に開催した同委員会３回の全て（100％）に出席し、
支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為の実施の是非等
について審議し、取締役会に答申しております。また、指名委員会及び報
酬委員会の委員として当事業年度に開催した指名委員会２回及び報酬委員
会 ３回の全て（100％）に出席し、取締役及び監査役候補者の指名、取
締役及び執行役員の報酬等について審議し、取締役会に答申しておりま
す。

社外取締役 森 下 洋 司

主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を活かし、独立した客
観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を行っております。
当事業年度に開催した取締役会18回の全て（100％）に出席し、意思決
定の妥当性等を確保するための発言を適宜行うとともに、特別委員会の委
員として当事業年度に開催した同委員会３回の全て（100％）に出席し、
支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為の実施の是非等
について審議し、取締役会に答申しております。また、報酬委員会の委員
長として当事業年度に開催した同委員会３回の全て（100％）に出席し、
取締役及び執行役員の報酬等について審議し、取締役会に答申しておりま
す。
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地位 氏名 主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 青 木 美 保

主に企業経営者及び大学教員として培われた豊富な経験、見識等を活か
し、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を行っ
ております。
当事業年度に開催した取締役会18回の全て（100％）に出席し、意思決
定の妥当性等を確保するための発言を適宜行うとともに、特別委員会の委
員として当事業年度に開催した同委員会３回の全て（100％）に出席し、
支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為の実施の是非等
について審議し、取締役会に答申しております。また、指名委員会及び報
酬委員会の委員として当事業年度に開催した指名委員会２回及び報酬委員
会 ３回の全て（100％）に出席し、取締役及び監査役候補者の指名、取
締役及び執行役員の報酬等について審議し、取締役会に答申しておりま
す。

② 当事業年度における社外監査役の主な活動状況
地位 氏名 主な活動状況

社外監査役 梅 葉 芳 弘
当事業年度に開催した取締役会18回及び監査役会14回の全て（100％）
に出席いたしました。取締役会においては意思決定の適正性等を確保する
ための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な
発言を適宜行っております。

社外監査役 大 澤 加奈子
就任後に開催した取締役会14回及び監査役会10回の全て（100％）に出
席いたしました。取締役会においては意思決定の適正性等を確保するため
の発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言
を適宜行っております。

（6）その他会社役員に関する重要な事項
該当事項はありません。
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５．会計監査人に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）会計監査人の名称
ＰｗＣあらた有限責任監査法人

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
区分 支払額（百万円）

当社の会計監査人としての報酬等の額 145
当社グループが支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 162
（注）①当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分して

おらず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。
②監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査体制、リスクの認識及び監査手法等の評価を行い、また、社内関係部門から
必要な資料を入手し報告を受け、報酬見積りの算出根拠の妥当性について検討を行った上、会計監査人の報酬等の額について
同意いたしました。
③「１．当社グループの現況に関する事項（6）重要な親会社及び子会社の状況 ②重要な子会社の状況」に記載する子会社の内、
全ての海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。

（4）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められた場合、監査役全員

の同意に基づき解任いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、会計

監査人の解任または不再任の議案の内容を決定し、株主総会に提出いたします。

（6）その他会計監査人に関する重要な事項
該当事項はありません。
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６．会社の体制及び方針（2023年３月31日現在）
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正

を確保するための体制（内部統制システム）

当社グループの業務の適正を確保するための体制
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア．取締役会は、全ての役員、従業員が共有する価値観と行動規範を明確化した「グループ行動基準」を策定

し、取締役及び執行役員は、高い倫理観と遵法の精神をもって「グループ行動基準」を遵守する。
イ．取締役会は、定期的に取締役及び執行役員から職務執行状況の報告を受けるとともに、必要事項について
取締役及び執行役員に随時取締役会で報告させる。

ウ．取締役会は、内部監査部門長から定期的に内部監査結果の報告を受ける。
エ．監査役は、定期的に取締役及び執行役員のヒアリングを行うとともに、内部監査部門長から内部監査結果
の報告を受ける。

オ．監査役は、「監査役に対する報告等に関する規程」に基づき、重要な法令違反等について取締役及び執行
役員から直ちに報告を受ける。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア．取締役及び執行役員は、「情報セキュリティ管理基本規程」、「書類保存年限に関する規程」等に基づき、
経営会議資料、経営決定書等重要書類、その他各種帳票類等の保存、管理を適切に行う。

イ．取締役及び執行役員は、経営会議資料、経営決定書、計算関係書類、事業報告等の重要情報を取締役、執
行役員及び監査役が閲覧できるシステムを整備する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．Chief Risk-Compliance Management Officer（以下、CROという。）は、「リスク・コンプライアンス
マネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会の委員長として当社グループのクラ
イシスリスク管理に関する施策を立案、推進する。施策の立案・推進にあたってはその実効性を確認・改
善することにより、当社グループ全体の損失の危険の管理を適切に行う。

イ．取締役及び執行役員は、「ビジネスリスクマネジメント基本規程」に基づき、当社グループのビジネスリ
スク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進す
る。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．取締役会は、経営の基本方針を決定し、取締役及び執行役員が策定した当社グループの中期経営計画、年

度予算を承認する。
イ．取締役会は、取締役及び執行役員の権限、責任の分配を適正に行い、取締役及び執行役員は、「業務分掌
規程」、「役職者職務規程」に基づき従業員の権限、責任を明確化する。

ウ．取締役及び執行役員は、各部門、各従業員の具体的目標、役割を設定する。
エ．取締役及び執行役員は、「取締役会規則」、「権限基準」等に基づき、適正な手続に則って業務の決定を行
う。

オ．取締役及び執行役員は、当社及び子会社の適正な業績評価を行う。
カ．取締役及び執行役員は、情報セキュリティ体制の強化を推進するとともに、経理システム、決定システム

等の情報処理システムを適切に運用する。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア．取締役社長は、継続的な従業員教育の実施等により、従業員に「グループ行動基準」を遵守させる。
イ．CROは、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員

会の委員長として当社グループのコンプライアンスに関する施策を立案、推進する。
ウ．当社は、役員及び従業員が当社の違法行為に接した場合、当社に対して通報できる制度（以下、内部通報

制度という。）を設置し、取締役及び執行役員は、内部通報制度を活用することにより、問題の早期発見
と適切な対応を行う。当該制度を利用したことを理由に、不利な取扱いをしないことを「グループ行動基
準」に明記する。

⑥ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア．当社は、独立性を維持・確保する中で、親会社と適切な連携を図りながら、業務の適正を確保するための
体制を整備する。

イ．子会社は、「グループ行動基準」を採択、実施し、各国の法制、事情に応じ内部通報制度を整備する。
ウ．当社は、子会社の事業運営に関して重要事項が生じた場合は、「業務連絡要綱」等に基づき当社に報告が
行われる体制を構築する。

エ．当社は、内部統制項目につき、子会社を含めた適切な施策を立案し、これを各子会社の実情に応じて推進
させる。

オ．国内の子会社は、「グループ監査役監査方針」に基づいた監査役等の監査体制を構築する。
カ．当社は、必要に応じ子会社の効率的職務執行状況及び業務プロセスを対象とした内部監査を実施する。
キ．当社は、当社グループに共通する制度、業務プロセスを適正かつ効率的に運用し、共有する資源について
適正かつ効率的に配分する体制を構築する。
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監査役の職務の執行のために必要なもの
⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
ア．取締役及び執行役員は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置する。

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア．取締役及び執行役員は、監査役室の所属従業員の人事等について、監査役と事前協議を行う。当該従業員
は、もっぱら監査役の指揮命令に従う。

⑨ 監査役への報告に関する体制
ア．取締役、執行役員、従業員は、「監査役に対する報告等に関する規程」に基づき、経営、業績に影響を及

ぼす重要な事項が生じたとき、監査役に対して都度報告を行う。
イ．国内の子会社は、「グループ監査役連絡会」等を通じ、定期的に当該子会社の状況等を監査役に報告をす
る。

ウ．取締役社長は、監査役に対し経営会議等重要な会議への出席の機会を提供する。

⑩ 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
ア．監査役に報告をした当社グループの役員及び従業員については、報告を行ったことを理由に、不利な取扱

いをしないことを「監査役に対する報告等に関する規程」に明記する。

⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項
ア．当社は、監査役がその職務の執行につき、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等を請求した
時は、担当部門が審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた
場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．取締役社長は、定期的に監査役と情報交換を行う。
イ．取締役、執行役員、従業員は、定期的な監査役の往査・ヒアリング等を通じ、職務執行状況を監査役に報
告する。

ウ．内部監査部門長は、期初に内部監査の方針、計画について監査役と事前協議を行い、内部監査結果を監査
役に都度報告する。
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エ．監査役は、期初の会計監査計画、期中の会計監査の状況、期末会計監査の結果等について会計監査人に説
明、報告を行わせる。

オ．取締役及び執行役員は、期末決算、四半期決算について取締役会の承認等の前に監査役に説明を行う。
カ．取締役社長は、内部監査部門長の独立性確保に留意し、内部監査部門長の人事について、監査役に事前連
絡、説明を行う。

キ．取締役及び執行役員は、業務プロセスを対象とした内部監査の実施結果を監査役に都度報告する。

（2）内部統制システムの運用状況の概要
① 取締役会の活動状況
取締役会は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会規則に定める経営の基本方針及び重要な事項につい

て審議・決定するとともに、業務執行取締役及び執行役員から職務執行状況の報告を定期的に受けることなどに
より、業務執行取締役及び執行役員の職務執行を適切に監督しております。
取締役会は、取締役会規則に基づき、原則として月１回の頻度で定例の取締役会を開催するとともに、必要に
応じて機動的に臨時の取締役会を開催しており、当事業年度においては18回開催しました。
また、社外役員で構成する連絡会を定期的かつ必要に応じて開催しており、当該連絡会において、原則、取締
役会の前日までに、社外役員に対し取締役会議案等について事前説明を行うことにより、取締役会における審議
の活性化を図っております。

② 各委員会の活動状況
ア．特別委員会
特別委員会は、取締役会の諮問に基づき、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為の実
施の是非等について審議し、当該審議結果を取締役会に答申しました。

イ．指名委員会
指名委員会は、取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、当該審議結果を取締役会に答申しま
した。
・取締役及び監査役候補者の指名について（候補者との面談の実施を含む）
・代表取締役等の選定について
・各取締役及び各監査役が有する知識・経験・能力等を一覧化した「スキル・マトリックス」について

ウ．報酬委員会
報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、当該審議結果を取締役会に答申しま
した。
・2022年度の取締役及び執行役員の固定報酬について
・2021年度の業績評価に基づく、2022年度の業務執行取締役及び執行役員の業績連動報酬について

2023年05月26日 11時26分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



43

③ 監査役・監査役会の活動状況
監査役は、取締役の職務執行状況の監査を行うため、定期的に取締役に対しヒアリングを行い、内部監査部門
長及び会計監査人から都度報告を受けるとともに、重要な法令違反や経営、業績に影響を及ぼす重要な事項につ
いて取締役等から報告を受けるための体制を整備し、個別事案に関しては、必要に応じて関係部門に情報提供を
求め報告を受けております。また、監査役は、取締役会に出席し、意思決定の適正性等を確保するための発言を
適宜行っております。
上記活動に加え、常勤の監査役は、経営会議等の重要な会議への出席、主要部門及び子会社に対する定期的な

ヒアリング、決裁書類の閲覧等、社内の情報収集に努めております。
監査役会は、法令に定める事項について審議・決定するとともに、監査役会規則等に基づき、監査役相互に情
報を共有し、監査に関する重要な事項について監査役から報告を受け、当該事項について協議または決定してお
ります。
監査役会は、監査役会規則に基づき、原則として月１回の頻度で定例の監査役会を開催するとともに、必要に
応じて機動的に臨時の監査役会を開催しており、当事業年度においては14回開催しました。
なお、監査役会において検討した主な事項は、次のとおりであります。
・監査の方針及び監査計画
・業務執行における適法性、妥当性
・内部統制の構築・運用状況（以下の事項を重点的に検討）
－ 各組織・子会社における内部管理体制
－ リスク・コンプライアンス体制
－ グローバル経営管理
－ コンプライアンス意識の定着
・会計監査人の監査の適正性

④ リスク・コンプライアンス委員会等の開催状況
ＣＲＯは、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会
の委員長として半期に１回リスク・コンプライアンス委員会を開催し、当社グループのクライシスリスク管理及
びコンプライアンスに係る重点施策等（以下、施策等という。）を審議、決定するとともに、施策等の実行に必
要な体制を構築し、施策等を推進しております。また、ＣＲＯは、リスク・コンプライアンス委員会で定期的に
施策等の実行フォローを行い実効性の確認を行うとともに、必要に応じて施策等を改善することにより、当社グ
ループ全体の損失の危険を最小化するよう努めております。
取締役及び執行役員は、「ビジネスリスクマネジメント基本規程」に基づき、当社グループのビジネスリスク
要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進しております。
また、特にビジネスリスクが想定される案件については、ビジネスリスク検討会等において、ビジネスリスクの
評価プロセスの妥当性、他に検討すべきリスク、対応策の妥当性等について検討した上で、必要な施策を立案、
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推進しております。

⑤ 内部通報制度の整備状況等
当社は、リスク・コンプライアンス部門及び社外の弁護士事務所等を窓口とする内部通報制度、並びに総務部
門を窓口とするハラスメント相談制度（以下、これらの制度を合わせて通報制度という。）を設置するとともに、
通報制度を利用したことを理由に、不利な取扱いをしないことを「グループ行動基準」及び「リスク・コンプラ
イアンスマネジメント基本規程」に定めております。取締役及び執行役員は、これらの通報制度を活用し、問題
の早期発見と適切な対応を行うとともに、役員及び従業員による通報制度の利用を促進するため、社内のイント
ラネット等で通報制度の周知を図っております。また、取締役及び執行役員は、通報制度への通報実績を適宜監
査役に報告しております。
当事業年度においては、ハラスメント相談を含め30件の通報がありましたが、全てについて調査を行い、必要
な事項については適切に対処しております。
また、子会社は、当社の要請に基づき「グループ行動基準」を採択、実施しており、各国の法制、事情に応じ
内部通報制度を整備しております。

⑥ 役職員に対するコンプライアンス関連研修の実施状況
当社は、当社の取締役及び監査役に対し、役員就任時及び就任後定期的に、それぞれに求められる役割・責任
に応じたトレーニングの機会を提供しており、その中で、コンプライアンスの遵守徹底に関する研修を実施して
おります。
当社は、当社の経営幹部を対象に、コンプライアンス意識向上に関する研修及び行動変容と組織風土改善を促
す360度サーベイを実施しました。当社は、当社の新任役職者を対象に、ビジネスリスクマネジメント強化、コ
ンプライアンス（会計コンプライアンスを含む）に関する研修を行うとともに、幹部育成選抜研修及び昇格時等
の節目研修にも、同様の研修を組み込み実施しております。また、当社グループは、当社及び国内外子会社の従
業員を対象に、ｅラーニングにより「グループ行動基準」教育や会計コンプライアンス教育等を実施しました。

⑦ 内部監査の実施状況
内部監査部門は、取締役社長及び監査役と事前協議の上、期初に内部監査の方針及び計画を策定し、当該方針
及び計画に基づき、当事業年度は国内支社店２拠点及び国内外子会社９社に対して、職務執行状況及び業務プロ
セスを対象とした内部監査を実施しました。内部監査部門は、当該内部監査結果について、取締役会、取締役社
長及び監査役等に適宜報告しております。
内部監査部門は、取締役社長直下の組織となっており、同部門のいかなる従業員も他の部門との兼務はしてお

らず、第３線としての組織の独立性は確保されております。
また、内部監査部門は、同部門従業員の専門性を向上させるため、内部監査に必要な資格の取得を奨励し、取
得費用の補助を制度化しております。
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（3）株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する基本方針
・剰余金の配当

剰余金の配当については、中長期的な成長のための戦略的投資等を勘案しつつ、連結配当性向30％程度を
目標とし、配当の継続的な増加を目指してまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当については、上記の基本方針を踏まえつつ、当事業年度の業績、経営環

境、配当の安定的実施等を総合的に勘案した結果、中間配当は１株当たり20円、期末配当は１株当たり20
円とし、年間配当は前事業年度と同額の１株当たり40円とさせていただきます。

・自己株式の取得
自己株式の取得については、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、適切に実施

してまいります。

（注）事業報告中の記載金額は、億円単位は表示単位未満を四捨五入、百万円単位は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
また、事業報告中の株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科目 金額

資産の部
流動資産 200,575

現金及び預金 42,687
グループ預け金 1,137
受取手形、売掛金及び契約資産 74,293
商品及び製品 37,616
仕掛品 5,967
原材料及び貯蔵品 11,884
その他 28,173
貸倒引当金 △1,185

固定資産 110,117
有形固定資産 45,173
建物及び構築物 6,126
機械装置及び運搬具 10,536
工具、器具及び備品 4,940
土地 1,275
リース資産 21,252
建設仮勘定 1,041

無形固定資産 11,086
のれん 557
顧客関連資産 213
その他 10,315

投資その他の資産 53,857
投資有価証券 11,103
退職給付に係る資産 8,748
繰延税金資産 21,134
その他 13,279
貸倒引当金 △408

資産合計 310,692

（単位：百万円）

科目 金額

負債の部
流動負債 150,546

支払手形及び買掛金 54,167
短期借入金 1,779
リース債務 6,652
未払金 28,159
未払法人税等 5,177
前受収益 19,317
その他 35,292

固定負債 57,940
長期借入金 2,581
リース債務 15,804
退職給付に係る負債 28,722
その他 10,832

負債合計 208,486

純資産の部
株主資本 76,195
資本金 39,970
資本剰余金 902
利益剰余金 40,017
自己株式 △4,695
その他の包括利益累計額 19,999
その他有価証券評価差額金 1,525
繰延ヘッジ損益 △40
為替換算調整勘定 18,131
最小年金負債調整額 △212
退職給付に係る調整累計額 595
新株予約権 43
非支配株主持分 5,966

純資産合計 102,206

負債純資産合計 310,692
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連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：百万円）

科目 金額

売上高 510,767

売上原価 311,115

売上総利益 199,651

販売費及び一般管理費 183,572

営業利益 16,078

営業外収益

受取利息及び配当金 408

デリバティブ評価益 86

その他 509 1,005

営業外費用

支払利息 584

為替差損 1,487

固定資産除売却損 107

支払手数料 405

その他 1,349 3,934

経常利益 13,149

特別利益

投資有価証券売却益 45 45

特別損失

投資有価証券評価損 819

事業構造改革費用 371
在外子会社清算に伴う
為替換算調整勘定取崩損 392

訴訟損失費用 6,900 8,484

税金等調整前当期純利益 4,710

法人税、住民税及び事業税 8,141

法人税等調整額 9,848 17,989

当期純損失（△） △13,279

非支配株主に帰属する当期純利益 466 466

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △13,745
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連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 39,970 854 55,977 △4,733 92,068
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △2,213 △2,213
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （△） △13,745 △13,745

自 己 株 式 の 取 得 △6 △6
自 己 株 式 の 処 分 47 45 92
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － 47 △15,959 38 △15,873
当 期 末 残 高 39,970 902 40,017 △4,695 76,195

その他の包括利益累計額 新株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

最小年金
負債調整額

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,626 12 15,819 △694 3,114 19,877 48 5,667 117,662
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △2,213
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （△） △13,745

自 己 株 式 の 取 得 △6
自 己 株 式 の 処 分 92
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △100 △52 2,312 482 △2,519 121 △4 299 416

当 期 変 動 額 合 計 △100 △52 2,312 482 △2,519 121 △4 299 △15,456
当 期 末 残 高 1,525 △40 18,131 △212 595 19,999 43 5,966 102,206
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（１）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数 67社
② 主要な連結子会社の名称等

東芝アメリカビジネスソリューション社、東芝グローバルコマースソリューション社、東芝テック深圳
社、東芝テックソリューションサービス㈱、東芝テック香港調達・物流サービス社、東芝テックシンガポ
ール社、東芝テックドイツ画像情報システム社、テックインドネシア社、東芝テックフランス画像情報シ
ステム社、東芝グローバルコマースソリューション・メキシコ社、東芝テックマレーシア製造社、テック
インフォメーションシステムズ㈱、東芝テック英国画像情報システム社、東芝テックカナダビジネスソリ
ューション社、東芝グローバルコマースソリューション・イタリア社、東芝オーストラリア社、東芝グロ
ーバルコマースソリューション・カナダ社、東芝グローバルコマースソリューション・オランダ社、東芝
グローバルコマースソリューション・ホールディングス㈱
当連結会計年度において、取得により１社増加、清算により３社減少している。

（２）持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の非連結子会社の数 なし
② 持分法適用の関連会社の数 なし
③ 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

アドバンスドサプライマニファクチャリング㈱は重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外して
いる。

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス㈱の子会社（東芝グロー

バルコマースソリューション社、東芝グロ－バルコマースソリュ－ション・インド社、東芝グローバルコマ
ースソリュ－ション・韓国社、東芝グローバルコマースソリューション・ベネルクス社を除く26社）並びに
東芝テック深圳社の決算日は12月31日である。連結計算書類の作成に当たっては、連結決算日現在で実施
した仮決算に基づく計算書類を使用している。
なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。

（４）会計方針に係る事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定

している。）
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
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ロ. デリバティブ 時価法
ハ. 棚卸資産

主として、商品、製品及び半製品は先入先出法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下
による簿価切り下げの方法により算定）、仕掛品及び原材料は移動平均法による原価法（貸借対照表
価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。
ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく
償却額と残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法を採用して
いる。自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法を採用している。

ハ. リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用している。
ニ. 使用権資産

資産の耐用年数又はリース期間のうちいずれか短い期間に基づく定額法を採用している。
海外関係会社については、「リース」（IFRS第16号）もしくは「リース」（ASC第842号）を適用し

ており、国際財務報告基準もしくは米国会計基準に基づく償却方法を採用している。なお、使用権資
産に係るリースの借手については、原則としてすべてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債とし
て計上している。

③ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
④ 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識している。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。
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当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当
該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りである。
イ．リテールソリューション事業

リテールソリューション事業においては、国内及び海外市場向けＰＯＳシステム、国内市場向け
オートＩＤシステム、並びにそれらの関連商品などの開発・製造・販売・保守サービス等を行って
いる。機器の販売および備付作業等においては、通常、顧客が指定した店舗等に設置し検収が完了
した時点で主な履行義務が充足されることから、検収完了時点で収益を認識している。また機器の
保守等については、顧客との保守契約に定められた期間の経過に伴い履行義務を充足するにつれ
て、一定の期間にわたり収益を認識している。ＰＯＳシステムに組み込む顧客仕様の受託ソフトウ
ェア等のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る
進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識している。

ロ．ワークプレイスソリューション事業
ワークプレイスソリューション事業においては、国内及び海外市場向け複合機、海外市場向けオ

ートＩＤシステム、国内及び海外市場向けインクジェットヘッド、並びにそれらの関連商品などの
開発・製造・販売・保守サービス等を行っている。機器の販売および備付作業等においては、通
常、顧客が指定した店舗等に設置し検収が完了した時点で主な履行義務が充足されることから、検
収完了時点で収益を認識している。また機器の保守等については、顧客との保守契約に定められた
期間の経過に伴い履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している。
機器と保守サービス等のように複数の履行義務が含まれる契約においては、主に、取引価格は独

立販売価格の比率で配分している。
取引価格の算定については，顧客との契約において約束された対価から，値引き額等を控除した

金額で算定している。
また、顧客への製品の販売における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当

該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で認識している。
⑤ 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法
為替予約取引に係る評価損益は繰延ヘッジ処理によっている。
なお、振当処理の要件を満たしているものについては、振当処理を行っている。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建予定取引

ハ. ヘッジ方針
デリバティブ取引の取扱いに関する管理規程があり、通常の取引の範囲内で外貨建取引に係る為

替レートの変動リスクを回避する目的で、包括的な為替予約取引を利用している。
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ニ. ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後

も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができる
ため、ヘッジの有効性の判定は省略している。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間
のれんは３～15年で均等償却している。ただし、僅少なものは発生年度の損益に計上している。

⑦ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ている。

ロ. 退職給付に係る負債の計上基準
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基

づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上している。なお、年金資産の金額が上回る場
合には当該超過額を退職給付に係る資産として計上している。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

は、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主に10年)による定

額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(主に10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して
いる。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部に

おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。
ハ．グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用している。
ニ．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ
移行している。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示について
は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号
2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っている。また、実務対応報告第
42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないもの
とみなしている。

ホ．記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示している。
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２．会計方針の変更に関する注記
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することとしている。なお、連結計算書類に与える影響はない。

３．収益認識に関する注記
（１）収益の分解

当社グループの外部顧客への売上高は、主に顧客との契約から生じる収益であり、顧客の所在地を基礎
とした地域別に分解した内訳と各事業の関係は以下のとおりである。

（単位：百万円）
リテール

ソリューション事業
ワークプレイス

ソリューション事業 合計
日本 156,114 18,410 174,524
米州 91,959 92,029 183,988
欧州 33,729 61,218 94,948
その他 15,112 42,192 57,304

外部顧客への売上高 296,915 213,851 510,767
（注）外部顧客への売上高に含まれる貸手のリースから生じる収益については、重要性が乏しい為、上

記の金額に含めて表示している。

（２）収益を理解するための基礎となる情報
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（４）会計方針に係る事項④重

要な収益及び費用の計上基準に記載のとおりである。

（３）当期及び翌期以降の収益を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 68,950
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 72,069
契約資産（期首残高） 1,895
契約資産（期末残高） 2,224
契約負債（期首残高） 21,666
契約負債（期末残高） 22,911
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契約資産は、主に請負契約等によるソフトウェア、ソリューションサービス等において、進捗度の測
定に基づいて認識した収益にかかる未請求債権であり、連結貸借対照表の「受取手形、売掛金及び契約
資産」に含めて表示している。契約資産は、顧客の検収時に売上債権へ振替えられる。契約負債は、支
配が顧客に移転する前に顧客から受領した対価であり、主に、請負契約及び保守サービス契約における
顧客からの前受収益等を、連結貸借対照表の「前受収益」及び流動負債の「その他」に含めて表示して
いる。過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額
は12,717百万円である。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初

に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めていない。残存履行義務に配分した
取得価格の総額は90,937百万円でありこのうち概ね56%が１年以内に収益として認識すると予測して
いる。

４．表示方法の変更に関する注記
(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、金額的重要性が
増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしている。
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５．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出している。当連

結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度以降の連結
計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりである。

繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
当社（単体）において計上している繰延税金負債（相殺後） 414百万円
東芝グローバルコマースソリューション社において計上してい
る繰延税金資産の金額 17,377百万円

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
前連結会計年度末において、当社単体で相殺前に9,399百万円、東芝グローバルコマースソリューショ

ン社で15,135百万円の繰延税金資産を計上していた。また、当連結会計年度末において、当社単体で相
殺前に263百万円、東芝グローバルコマースソリューション社で17,377百万円の繰延税金資産を計上し
ている。
当社においては、経済活動は前連結会計年度に比べて堅調に推移したものの、依然として新型コロナウ

イルス感染拡大の影響が続くとともに、部品及び国際貨物輸送の需給逼迫や価格高騰の影響を受けて、当
社の業績は当初の計画値より悪化した。当社は、重要な税務上の欠損金が生じた原因、中長期計画、過去
における中長期計画の達成状況、過去（3年）及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案し
て、将来の収益力に基づく長期間にわたる将来課税所得の稼得について不確実性が高まったと判断し、繰
延税金資産に回収可能性があるとする将来の合理的な見積可能期間を5年から1年に短縮した。
これに伴い、当社は繰延税金資産を9,135百万円取り崩し、同額を法人税等調整額に計上した。
東芝グローバルコマースソリューション社は、グローバルリテールプラットフォーム「ELERA」及びサ

ービス事業の拡大に取り組み、税引前当期純損益の改善傾向が継続している。そのため、繰延税金資産が
2,242百万円増加し、連結貸借対照表に計上されている繰延税金資産残高21,134百万円の中で、最も金
額的な重要性が高い状況となった。
繰延税金資産の回収可能性は、主に将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づ

いて、一時差異等のスケジューリングの結果、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断
する。
ＰＯＳシステム及び複合機等の販売台数及び販売価格などの見積りは不確実性を伴うため、これらの前

提に変化が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類における繰延税金資産の回収可能性に重要な
影響を与える可能性がある。

2023年05月26日 11時26分 $FOLDER; 55ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結計算書類

56

６．連結貸借対照表に関する注記
（１）「受取手形、売掛金及び契約資産」の内訳

受取手形…………………………………………………………… 2,689百万円
売掛金……………………………………………………………… 69,380百万円
契約資産…………………………………………………………… 2,224百万円

（２）「前受収益」及び流動負債の「その他」のうち、契約負債の金額
契約負債…………………………………………………………… 22,911百万円

（３）有形固定資産の減価償却累計額………………………………… 129,737百万円
（４）偶発債務

保証債務…………………………………………………………… 1百万円
（銀行借入等保証）
グループ従業員住宅ローン 1百万円

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 57,629,140株
（２）当連結会計年度末における自己株式の種類及び総数

普通株式 2,281,668株
（３）配当に関する事項

① 配当支払額

決議 株式の
種類

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2022年５月11日
取締役会 普通株式 1,106 20.0 2022年３月31日 2022年６月６日

2022年11月10日
取締役会 普通株式 1,106 20.0 2022年９月30日 2022年12月１日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の
種類

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2023年５月11日
取締役会 普通株式 1,106 20.0 2023年３月31日 2023年６月９日

（４）新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数
普通株式 14,600株
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８．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については、主として短期的な預金等の運用を原則としている。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っている。また、投
資有価証券は主に株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っている。
デリバティブ取引は、為替相場の変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方

針である。
（２）金融商品の時価等に関する事項

2023年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりである。現金及び預金については、現金であること、預金が短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似することから、注記を省略している。

（単位：百万円）
連結貸借対照表 時価（※６） 差額計上額（※６）

（ａ）グループ預け金 1,137 1,137 －
（ｂ）受取手形 2,689 2,689
（ｃ）売掛金 69,380

貸倒引当金（※１） △1,177
68,203 68,203 －

（ｄ）投資有価証券
その他有価証券（※２、※３） 7,524 7,524 －

（ｅ）支払手形及び買掛金 （54,167） （54,167） －
（ｆ）短期借入金 （1,779） （1,779） －
（ｇ）未払金 （28,159） （28,159） －
（ｈ）長期借入金 （2,581） （2,330） △251
（ｉ）リース債務（※４） （22,456） （20,681） △1,774
（ｊ）デリバティブ取引（※５） （79） （79） －
（※１） 売掛金に個別に計上されている貸倒引当金を控除している。
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（※２） 市場価格のない株式等は、「（d）投資有価証券」には含めていない。当該金融商品の連結貸借
対照表計上額は以下の通りである。

区分 当連結会計年度（百万円）
その他有価証券
非上場株式 1,812

（※３） 組合等出資金については、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上している。そのため、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）
第24-16項に従い、時価開示の対象に含めていない。また、当連結会計年度末における組合等
出資金に係る連結貸借対照表計上額の合計額は、1,766百万円である。

（※４） １年内返済予定のリース債務を含めている。
（※５） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については（ ）で示している。
（※６） 負債に計上されているものについては、（ ）で示している。

（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類している。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2023年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 7,181 － 342 7,524
デリバティブ取引（※） － (79) － (79)

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については（ ）で示している。
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② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2023年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
グループ預け金 － 1,137 － 1,137
受取手形 － 2,689 － 2,689
売掛金 － 68,203 － 68,203
支払手形及び買掛金（※） － (54,167) － (54,167)
短期借入金（※） － (1,779) － (1,779)
未払金（※） － (28,159) － (28,159)
長期借入金（※） － (2,330) － (2,330)
リース債務（※） － (20,681) － (20,681)

（※）負債に計上されているものについては、（ ）で示している。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類している。また、非上場株式の新株予約権については、レベル３の時価に
分類されているが、重要性が乏しいため、時価の算定に用いた評価技法の記載を省略する。

グループ預け金、受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おり、レベル２の時価に分類している。

支払手形及び買掛金並びに未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おり、レベル２の時価に分類している。
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短期借入金及び長期借入金、リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いて算定しており、レベル2の時価に分類している。

デリバティブ取引
為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された期末日の先物為替相場に基づいて算定してお

り、レベル２の時価に分類している。なお、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされて
いる受取手形及び売掛金と短期貸付金、支払手形及び買掛金、未払金、預り金と一体として処理され
ているため、その時価はそれぞれの勘定科目の時価に含めて記載している。

９．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 1,738円02銭
（２）１株当たり当期純損失（△） △248円37銭
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10．企業結合に関する注記
（共通支配下の取引等）

当社は、2022年10月３日付で、当社の親会社である株式会社東芝からToshiba (Australia) Pty.,
Limited（以下「東芝オーストラリア社」という。）の100％の株式を取得し、同社を連結完全子会社とし
た。

（１）企業結合の概要
① 被結合企業の名称及びその事業の内容

被結合企業の名称：東芝オーストラリア社（当社と同一の親会社を持つ会社）
事業の内容：複合機の販売、保守サービスの提供及びソフトウェア開発等

② 企業結合日
2022年10月３日

③ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

④ 結合後企業の名称
変更なし

⑤ その他取引の概要に関する事項
東芝オーストラリア社が開発するソリューション “KODOシリーズ” は、当社グループが強みとする

中小企業や教育市場への強力な商材であり、今後全世界に展開することで収益基盤強化及び当社の事業
方針・戦略の徹底による豪州事業の更なる成長拡大に寄与するものと判断し、本件株式取得を実施し、
被取得企業の議決権の100％を所有することとした。

（２）実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づ
き、共通支配下の取引として処理している。
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11．重要な後発事象に関する注記
（業務提携並びに事業統合契約及び株主間契約の締結）

当社と株式会社リコー（社長執行役員：大山晃、以下「リコー」という。）は、2024年４月１日から同年
６月30日の間の別途定める日を効力発生日として、会社分割等により複合機等の開発・生産に関する事業を
統合（以下「本事業統合」という。）するに当たっての諸条件を定めた契約（以下「本統合契約」という。）、
及び本事業統合に係る株主間契約（以下「本株主間契約」という。）を締結することを両社の取締役会で決
議した。

（１）背景・環境認識
オフィス向けプリンティング市場は、新型コロナウイルス感染症拡大による印刷量の急激な減少からは回

復傾向にあるものの、それ以前から続くペーパーレス化の進展は継続しており、世界市場全体では今後も緩
やかに減少する傾向となっている。
また、リモートワークの拡大、国内の人口減少に伴う人手不足の深刻化等を背景として、オフィスや現場

におけるさまざまな業務のデジタル化ニーズが顕在化しており、各社はＤＸ（デジタルトランスフォーメー
ション）需要を成長分野と位置付けて、ＩＴ（情報技術）を使ったソリューションの開発・提供に力を入れ
ている。
各社の競争軸がハードウエア単体からソフトウエアやサービスを組み合わせた課題解決に移行するなか

で、プリンティング機器の開発・生産の競争力強化は共通の課題となっている。また、地政学リスクの高ま
りに対応する、柔軟かつ強固なサプライチェーンの構築を求められている。一方、オフィスや現場の業務の
デジタル化に向けて、プリンティングの関連技術をベースにした新たな顧客価値創出の可能性が広がってい
る。

（２）本事業統合の概要
リコーは、使命と目指す姿に「“はたらく” に歓びを」を掲げ、持続的な成長とさらなる発展を目指して

デジタルサービスの会社への変革に取り組んでいる。お客様に寄り添い、各種エッジデバイスと最適なアプ
リケーションを組み合わせてお客様の業務プロセスの変革と新たな価値創造に貢献している。
当社は、経営理念である「ともにつくる、つぎをつくる。」を実践し、お客様やパートナーとともに新た

な価値と社会課題解決のためのソリューションを共創するプラットフォーマーとして「グローバルトップの
ソリューションパートナー」になることを目指している。
両社は、先に示した市場環境の変化に対応するために、複合機等の開発・生産を担う合弁会社を組成し、

以下を実現していく。
① オフィスプリンティング分野のものづくりの競争力・事業基盤の強化

オフィス向けプリンティング機器の開発・生産に関する両社の技術的な強みを持ち寄り、企画・設計開
発機能の拡充を図る。また、部品や材料の共同購買や生産拠点の相互活用を進めるとともに、地政学リス
クの高まりに柔軟に対応するレジリエントなサプライチェーンの構築を進め、より一層強いものづくりの
実現を目指す。さらに、使用済みの複合機を回収し、リユース・リサイクルする取り組みについても効率
化や高度化を図り、循環型社会の実現に貢献していく。
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② 両社の技術・リソースを活用した新たな現場ソリューションの共同企画・開発
また、本事業統合の実現により両社の保有するリソースをイノベーションの領域や個々の差異化領域に

より注力できるようにシフトし、競争力を高めて事業基盤の強化を図る。さらに、当社が持つバーコード
やＲＦＩＤ等を活用した自動認識技術と、リコーが持つカメラやプロジェクター等の光学・画像処理技術
を融合し、顧客のＤＸを支援する新たなソリューションの共同企画・開発に取り組む。
両社は、共創により生み出した競争力のある高品質・高付加価値な製品を、それぞれのブランドで、そ

れぞれの会社のユニークなユーザーエクスペリエンスを追求した製品として世界市場向けに提供する。そ
れぞれの販売チャネルを通じて、さまざまなソフトウエアやサービスと組み合わせたソリューションとし
て提供し、顧客基盤や強みを生かしてお客様の業務ごとのニーズに寄り添ったデジタル化やワークフロー
改善による生産性の向上に貢献する。そして、お客様が取り組むオフィスや現場のＤＸ実現を支援するこ
とで、社会課題の解決に貢献する。

（３）本事業統合の要旨
① 本事業統合の方式

本事業統合の範囲は、両社の国内・海外の複合機等の開発・生産に関する事業（但し、当社の一部の国
における事業（注）は除くものとし、これらを総称して以下「対象事業」という。リコーの対象事業は
「リコー対象事業」、当社の対象事業は「当社対象事業」という。）である。リコー対象事業及び当社対象
事業をリコーの日本の子会社であるリコーテクノロジーズ株式会社（以下「本合弁会社」という。）に承
継させるため、主として吸収分割の方法により、本事業統合を実施する。
また、本事業統合後の本合弁会社への出資比率は、リコーが85％、当社が15％とする。
なお、以下においては、本事業統合を実施するためのリコーの吸収分割を「リコー吸収分割」といい、

リコーと本合弁会社の間で締結されるリコー吸収分割のための吸収分割契約を「リコー吸収分割契約」と
いう。また、本事業統合を実施するための当社の吸収分割を「当社吸収分割」といい、当社と本合弁会社
の間で締結される当社吸収分割のための吸収分割契約を「当社吸収分割契約」という。さらに、リコー吸
収分割と当社吸収分割をあわせて、以下「本吸収分割」といい、リコー吸収分割契約と当社吸収分割契約
をあわせて、以下「本吸収分割契約」という。

（注）当該事業についても、所定の手続が完了した後、当社の判断により、当社対象事業に含める可能性が
ある。
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② 本事業統合の日程
両社の取締役会における本統合契約及び本
株主間契約の締結の承認 2023年５月19日

本統合契約及び本株主間契約の締結 2023年５月19日
両社の取締役会における本吸収分割契約の
締結の承認 未定

本吸収分割契約の締結 未定

本吸収分割の効力発生（本事業統合の効力
発生）

2024年４月１日から同年６月30日の間の別途定める日

（予定）
（注１）リコー吸収分割及び当社吸収分割のいずれも、会社法第784条第２項の規定に基づく簡易吸収分割

として、両社の株主総会における承認を得ずに行う予定である。
（注２）本事業統合の実施は、日本その他の国又は地域における競争法上の手続（届出等の手続及びクリア

ランス等の取得を含む。）及び外資規制に基づく届出等の手続がすべて完了していること、並びに
両社の対象事業の資産、事業、財務状態、経営成績又はキャッシュフローの状況その他の価値に重
大な悪影響を及ぼす、又は及ぼす具体的なおそれのある事態が発生又は発覚していないこと等を条
件としている。

（注３）上記の日程は、現時点での予定であり、今後本事業統合のための手続を進める中で、関係当局から
の許認可等の取得やその他の理由により、両社で協議の上、上記日程を変更する場合がある。

③ 当事会社間の関係

資本関係 該当事項なし

人的関係 該当事項なし

取引関係 当社はリコーへ複合機のオプション製品の製造を委託し
ている。

関連当事者への該当状況 該当事項なし
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④ 吸収分割承継会社（本合弁会社）の概要（2022年３月31日現在）
イ．名称 リコーテクノロジーズ株式会社
ロ．所在地 神奈川県海老名市泉二丁目７番１号
ハ．代表者役職・氏名 代表取締役 石橋幹生

二．事業内容 事務機器、光学機器、印刷機器等の周辺機器、消耗品等
の開発・設計及び販売など

ホ．資本金 10百万円
ヘ．設立年月日 2012年12月19日
ト．発行済株式数 200株
チ．決算期 ３月末日
リ．従業員数 494名
ヌ．主要取引先 株式会社リコー
ル．主要取引銀行 なし
ヲ．大株主及び持株比率 株式会社リコー 100％
ワ．両社との当該会社の関係

資本関係 株式会社リコー 100％出資

人的関係 株式会社リコーより取締役（３名の内３名）、監査役（２
名の内２名）

取引関係 株式会社リコー：設計受託・業務受託、当社：OEM供給
関連当事者の該当状況 株式会社リコーの関連当事者

（４）分割する事業の概要
分割する部門の事業内容

リコー 当社
複合機・プリンターとその周辺機器及び関
連消耗品の開発・製造・ＯＥＭ

複合機、オートＩＤシステム並びにそれらの関連商品の
開発、製造等

（５）今後の見通し
本吸収分割及び業務上の提携に伴う両社の当期連結業績への影響は精査中である。
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(連結子会社の異動)
本事業統合に伴い異動する当社の連結子会社の概要は、以下のとおりである。

連結子会社の概要
（１）東芝テック画像情報システム

① 名称 東芝テック画像情報システム株式会社

② 所在地 静岡県三島市南町６－78

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 敏光

④ 事業内容

複合機、オートＩＤシステム、インクジェットヘッド等
の開発・設計等
（注）対象事業以外の事業であるインクジェットヘッド

等の開発・設計等は、本事業統合の効力発生日
までに別会社に承継させる。

⑤ 資本金 100百万円

⑥ 設立年月日 1998年12月16日

本事業統合前後の所有株式の状況（本事業統合の効力発生日時点）

① 異動前の所有株式数
200,000株
（議決権の数：200,000個）
（議決権所有割合：100％）

② 異動後の所有株式数
０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：０％）
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（２）Toshiba Tec Malaysia Manufacturing
① 名称 Toshiba Tec Malaysia Manufacturing Sdn. Bhd.

② 所在地 Plot 111-A, Hala Kampung Jawa 2, Bayan Lepas
Industrial Estate, 11900 Penang, Malaysia

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 日高 知之
④ 事業内容 複合機関連商品の製造等
⑤ 資本金 35,000千マレーシアリンギット

⑥ 設立年月日 1991年２月11日

本事業統合前後の所有株式の状況（本事業統合の効力発生日時点）

① 異動前の所有株式数
35,000,000株
（議決権の数：35,000,000株）
（議決権所有割合：100％）

② 異動後の所有株式数
０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：０％）
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（３）Toshiba Tec (H.K.) Logistics & Procurement
① 名称 Toshiba Tec (H.K.) Logistics & Procurement Ltd.

② 所在地
Unit No.1703,17/F., The Metropolis Tower,
10 Metropolis Drive, Hung Hom, Kowloon, Hong
Kong

③ 代表者の役職・氏名 取締役社長 土屋 剛

④ 事業内容 当社グループ向け資材調達、複合機及びその関連商品等
の輸出業務等

⑤ 資本金 2,000千香港ドル

⑥ 設立年月日 1995年９月11日

本事業統合前後の所有株式の状況（本事業統合の効力発生日時点）

① 異動前の所有株式数
200,000株
（議決権の数：200,000個）
（議決権所有割合：100％）

② 異動後の所有株式数
０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：０％）
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（４）Toshiba Tec Information Systems (Shenzhen)

① 名称 Toshiba Tec Information Systems (Shenzhen) Co.,
Ltd.

② 所在地
No.7, 9, 28, DaYang Road, FuHai Streets, BaoAn
District, ShenZhen 518103, The People's
Republic of China

③ 代表者の役職・氏名 董事長 木村 肇

④ 事業内容

・複合機、ＰＯＳシステム及びオートＩＤシステム並び
にその関連商品の製造等

・複合機及びオートＩＤシステム並びにその関連商品の
販売等

（注）対象事業以外の事業である複合機及びオートＩＤ
システム並びにその関連商品の販売等は、本事業
統合の効力発生日までに別会社に承継させる。

⑤ 資本金 20,158千米ドル
⑥ 設立年月日 1993年４月28日

本事業統合前後の所有株式の状況（本事業統合の効力発生日時点）

① 異動前の出資金の額 20,158千米ドル
（議決権所有割合：100％）

② 異動後の出資金の額 ―
（議決権所有割合：０％）

（注）Toshiba Tec Information Systems (Shenzhen)は有限会社であるため、所有株式数ではなく出資
金の額を表示している。

（５）米国別会社
現在において、米国別会社は設立されていないため、同社に係る状況は未定であるが、当社は、当社が所

有することとなる同社の株式の全てを、本合弁会社に承継させる予定である。

なお、以上５社の連結子会社の株式全てを含め、本吸収分割により当社から本合弁会社に承継する権利義
務の対価として、本合弁会社の普通株式が当社に交付される予定である。もっとも、本合弁会社が新株を発
行するか否か、及び交付される当該普通株式の数は、現時点では確定していない。

以 上
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貸借対照表（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科目 金額

資産の部
流動資産 99,894

現金及び預金 13,241
グループ預け金 846
受取手形 2,649
売掛金 33,998
契約資産 1,477
商品及び製品 10,896
仕掛品 514
原材料及び貯蔵品 3,415
未収入金 11,317
短期貸付金 50,985
その他 2,734
貸倒引当金 △32,182

固定資産 96,228
有形固定資産 9,395
建物 3,879
構築物 182
機械及び装置 371
車両運搬具 0
工具、器具及び備品 3,225
土地 1,188
リース資産 18
建設仮勘定 528

無形固定資産 10,831
ソフトウエア 8,234
その他 2,596

投資その他の資産 76,001
投資有価証券 10,927
関係会社株式 44,498
関係会社出資金 8,868
前払年金費用 2,654
差入保証金 2,279
長期未収入金 5,027
その他 2,137
貸倒引当金 △391

資産合計 196,123

（単位：百万円）
科目 金額

負債の部
流動負債 106,038

買掛金 40,304
未払金 12,085
未払費用 7,877
未払法人税等 390
預り金 36,381
返金負債 4,886
その他 4,113

固定負債 17,132
退職給付引当金 14,111
繰延税金負債 414
その他 2,606

負債合計 123,171

純資産の部
株主資本 71,463
資本金 39,970
資本剰余金 924
その他資本剰余金 924
利益剰余金 35,262
利益準備金 1,155
その他利益剰余金 34,106
圧縮記帳積立金 51
繰越利益剰余金 34,055

自己株式 △4,695
評価・換算差額等 1,444
その他有価証券評価差額金 1,484
繰延ヘッジ損益 △40
新株予約権 43

純資産合計 72,951

負債純資産合計 196,123
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損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：百万円）

科目 金額

売上高 230,912

売上原価 179,895

売上総利益 51,017

販売費及び一般管理費 61,090

営業損失（△） △10,073

営業外収益

受取利息 1,003

受取配当金 16,466

その他 339 17,809

営業外費用

支払利息 551

為替差損 484

支払手数料 405

その他 409 1,851

経常利益 5,884

特別利益
投資有価証券売却益 45
関係会社清算益 972

貸倒引当金戻入額 2,291 3,309

特別損失

投資有価証券評価損 819

訴訟損失費用 6,900 7,719

税引前当期純利益 1,474

法人税、住民税及び事業税 403

法人税等調整額 9,135 9,539

当期純損失（△） △8,064
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株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計圧縮記帳

積立金
繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 39,970 877 877 934 51 44,554 45,540 △4,733 81,655
当 期 変 動 額
剰余金の配当 221 △2,434 △2,213 △2,213
当期純損失（△） △8,064 △8,064 △8,064
自己株式の取得 △6 △6
自己株式の処分 47 47 45 92
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － 47 47 221 － △10,499 △10,278 38 △10,192
当 期 末 残 高 39,970 924 924 1,155 51 34,055 35,262 △4,695 71,463

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 1,573 12 1,585 48 83,289
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △2,213
当期純損失（△） △8,064
自己株式の取得 △6
自己株式の処分 92
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △88 △52 △140 △4 △145
当期変動額合計 △88 △52 △140 △4 △10,337
当 期 末 残 高 1,484 △40 1,444 43 72,951
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品及び半製品は先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下
げの方法により算定）、仕掛品及び原材料は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
による簿価切り下げの方法により算定）、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償
却額と残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法を採用してい
る。自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法を採用している。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用している。
（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
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② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上している。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法は、給付

算定式基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
（４）重要な収益及び費用の計上基準

当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識している。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りである。
① リテールソリューション事業

リテールソリューション事業においては、国内及び海外市場向けＰＯＳシステム、国内市場向けオー
トＩＤシステム、並びにそれらの関連商品などの開発・製造・販売・保守サービス等を行っている。機
器の販売および備付作業等においては、通常、顧客が指定した店舗等に設置し検収が完了した時点で主
な履行義務が充足されることから、検収完了時点で収益を認識している。また機器の保守等について
は、顧客との保守契約に定められた期間の経過に伴い履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわた
り収益を認識している。ＰＯＳシステムに組み込む顧客仕様の受託ソフトウェア等のうち、一定の期間
にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度
に基づき、一定の期間にわたり収益を認識している。
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② ワークプレイスソリューション事業
ワークプレイスソリューション事業においては、国内及び海外市場向け複合機、海外市場向けオート

ＩＤシステム、国内及び海外市場向けインクジェットヘッド、並びにそれらの関連商品などの開発・製
造・販売・保守サービス等を行っている。機器の販売および備付作業等においては、通常、顧客が指定
した店舗等に設置し検収が完了した時点で主な履行義務が充足されることから、検収完了時点で収益を
認識している。また機器の保守等については、顧客との保守契約に定められた期間の経過に伴い履行義
務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している。
取引価格の算定については，顧客との契約において約束された対価から，値引き額等を控除した金額

で算定している。また、当社は、海外の製造・販売拠点を三国間貿易で繋ぐとともに製品開発を行う一
方で本社機能も担っているため、移転価格税制に関する事前確認制度を適用あるいは申請中の場合があ
り、当該合意に基づき海外子会社へ最も可能性の高い売上割戻金額を見積り、返金負債を計上し、表示
している。
また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額

から第三者に対する支払額を差し引いた純額で認識している。
（５）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい
る。

（６）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

為替予約取引に係る評価損益は繰延ヘッジ処理によっている。
なお、振当処理の要件を満たしているものについては、振当処理を行っている。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建予定取引

③ ヘッジ方針
デリバティブ取引の取扱いに関する管理規程があり、通常の取引の範囲内で外貨建取引に係る為替レ

ートの変動リスクを回避する目的で、包括的な為替予約取引を利用している。
④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継
続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘ
ッジの有効性の判定は省略している。
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（７）グループ通算制度の適用
① グループ通算制度を適用している。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行している。これに伴い、法人税
及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日。以下「実務対応報告第
42号」という。）に従っている。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号
の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしている。

（８）記載金額の表示
記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示している。

２．会計方針の変更に関する注記
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年６月17日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適
用することとしている。なお、計算書類に与える影響はない。

３．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおりであ

る。

４．表示方法の変更に関する注記
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記していた営業外費用の「損害補償金」は、金額的重要性が乏しくなったた

め、当事業年度より「その他」に含めて表示している。
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５．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出している。当事業年

度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響
を及ぼすリスクがある主な項目は以下のとおりである。

（１）ワークプレイスソリューション事業の固定資産に係る減損損失の認識の検討
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
ワークプレイスソリューション事業の固定資産 4,976百万円
② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当事業年度末において、当該資産グループは、継続して営業損失となったことなどから減損の兆候が
あると判断し、減損損失の認識の判定を行っている。減損損失計上の要否の判定は、当該資産グループ
から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の帳簿価額を比較して行っている。割引
前将来キャッシュ・フローの見積りは、当社の取締役会で承認された翌事業年度以降の中期経営計画を
基礎として算定したが、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回るため、減
損損失の認識は不要であると判断した。
当社は、ワークプレイスソリューション事業において、国内及び海外市場向け複合機等の開発・製

造・販売・保守サービス等を行っているが、当社は海外の製造・販売拠点を三国間貿易で繋ぎ本社機能
を果たしている。当社グループの複合機等の損益の見積りは不確実性を伴うため、これらの前提に変化
が生じた場合、翌事業年度以降の計算書類において減損損失を認識する可能性がある。

（２）繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
繰延税金負債（相殺後） 414百万円
② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当事業年度末において、当社単体で414百万円の繰延税金負債を計上している。
前事業年度末において、当社単体で相殺前に9,399百万円の繰延税金資産を計上していた。また、当

事業年度末において、当社単体で相殺前に263百万円の繰延税金資産を計上している。
当社においては、経済活動は前事業年度に比べて堅調に推移したものの、依然として新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響が続くとともに、部品及び国際貨物輸送の需給逼迫や価格高騰の影響を受けて、当
社の業績は当初の計画値より悪化した。当社は、重要な税務上の欠損金が生じた原因、中長期計画、過
去における中長期計画の達成状況、過去（3年）及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘
案して、将来の収益力に基づく長期間にわたる将来課税所得の稼得について不確実性が高まったと判断
し、繰延税金資産に回収可能性があるとする将来の合理的な見積可能期間を5年から1年に短縮した。
これに伴い、当社は繰延税金資産を9,135百万円取り崩し、同額を法人税等調整額に計上した。
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繰延税金資産の回収可能性は、主に将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額に基
づいて、一時差異等のスケジューリングの結果、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで
判断する。
ＰＯＳシステム及び複合機等の販売台数及び販売価格などの見積りは不確実性を伴うため、これらの

前提に変化が生じた場合、翌事業年度以降の計算書類における繰延税金資産の回収可能性に重要な影響
を与える可能性がある。

（３）グローバルコマースソリューション事業向け債権の評価
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
短期貸付金 44,028百万円
長期未収入金 4,887百万円
その他債権 1,841百万円
債権合計 50,756百万円
貸倒引当金 △32,125百万円
② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当事業年度末において、グローバルコマースソリューション事業を行う当社の子会社である東芝グロ
ーバルコマースソリューション・ホールディングス㈱等に対して合計50,756百万円の債権を有してい
るが、当該債権に対して32,125百万円の貸倒引当金を計上している。
貸倒引当金は、財務内容評価法に基づきグローバルコマースソリューション事業の財政状態及び経営

成績を考慮して算定している。
グローバルコマースソリューション事業の財政状態及び経営成績は海外市場向けＰＯＳシステムの販

売台数及び販売価格の影響を受け、その見積りは不確実性を伴う。これらの前提に変化が生じた場合、
貸倒引当金の評価に重要な影響を与える可能性がある。
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６．貸借対照表に関する注記
（１）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権………………………… 80,459百万円
グループ預け金 846百万円
売掛金 20,024百万円
未収入金 8,625百万円
短期貸付金 50,962百万円
関係会社に対する短期金銭債務………………………… 60,969百万円
買掛金 22,158百万円
未払金 2,683百万円
未払費用 1,307百万円
預り金 34,820百万円
関係会社に対する長期金銭債権………………………… 4,887百万円
長期未収入金 4,887百万円

（２）有形固定資産の減価償却累計額…………………………… 42,765百万円
（３）偶発債務

保証債務…………………………………………………… 290百万円
（銀行借入等保証）
従業員住宅ローン 0百万円
東芝グローバルコマースソリューション社 222百万円
東芝グローバルコマースソリューション・メキシコ社 67百万円

７．損益計算書に関する注記
（１）関係会社との営業取引の取引高………………………… 182,791百万円

売上高 57,294百万円
仕入高 125,496百万円

（２）関係会社との営業取引以外の取引高…………………… 18,102百万円
（３）特別利益に計上した関係会社清算益

休眠中であった海外子会社清算を行ったことにより、関係会社清算益を計上している。
（４）特別利益に計上した貸倒引当金戻入額

東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス㈱向けの債権について、貸倒引当金戻入額を
計上している。
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（５）特別損失に計上した訴訟損失費用
当社及び国内子会社１社（以下、「当社等」という。）は、セミセルフレジに関する特許権を侵害している

として、㈱寺岡精工（以下「原告」という。）により東京地方裁判所に提起された、特許権侵害訴訟の訴状
及び仮処分命令の申立ての申立書を2021年６月に受領し、更に2022年２月にも仮処分命令申立ての申立書
を受領した。（以下これらの訴訟及び仮処分申し立てを総称して「寺岡提訴案件」という。）
一方で、当社は、原告及びそのグループ会社である㈱デジアイズを債務者として、当社が保有する特許権

に基づき、数件の仮処分命令の申立てを東京地方裁判所に提起するとともに（以下これらを総称して「当社
申立案件」という。）、寺岡提訴案件の内容を精査して適切に対処して行くこととしていた。
東京地方裁判所から原告及び当社等の双方に対して和解の勧めがなされたことから、当社は、2022年７

月以降、寺岡提訴案件及び当社申立案件の解決に向けて原告との間で和解交渉を行ってまいりましたとこ
ろ、2022年11月30日に原告との間で和解が成立したことから、寺岡提訴案件及び当社申立案件は解決し
た。原告との間で和解が成立し、訴訟による損失額が確定したことから「訴訟損失費用」として表示してい
る。

８．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の保有数
普通株式…………………………………………………… 2,281,668株
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９．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 無形固定資産 5,233百万円
有価証券減損 476百万円
貸倒引当金 9,974百万円
未払賞与 1,366百万円
返金負債 1,496百万円
退職給付引当金 4,321百万円
繰延ヘッジ損益 12百万円
税務上の繰越欠損金 25,632百万円
その他 2,206百万円
繰延税金資産小計 50,720百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △25,369百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △25,087百万円

評価性引当額小計 △50,456百万円
繰延税金資産合計 263百万円

繰延税金負債 固定資産圧縮記帳積立金 △22百万円
その他有価証券評価差額金 △655百万円
繰延税金負債合計 △678百万円
繰延税金負債の純額 △414百万円
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10．関連当事者との取引に関する注記
（１）親会社

種 類 会社等の名称 議 決 権 等 の
所有(被所有)割合

関連当事者
との関係 取 引 の 内 容 取引金額

( 百万円 ) 科 目 期 末 残 高
( 百 万 円 )

親 会 社 ㈱ 東 芝
被所有

直接 52.2％
間接 0.1％

当社資金運用のための預け入れ
関係会社株式の取得

役員兼任

資金の預け入れ
(注１) 5,527

グループ預け金 846
利息の受取

(注２) 29

関係会社株式の
取得 2,808 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）資金の預け入れについては、取引金額としての把握が困難であるため、期中平均残高を記載して

いる。
（注２）資金の預け入れについては、当事者以外からも金利の提示を受け、市場の実勢レート等を勘案し

て決定している。
（注３）関係会社株式の取得については、第三者算定機関により算定された価額を参考に協議の上、決定

している。

（２）子会社

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
( 被 所 有 ) 割 合

関連当事者
との関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

( 百 万 円 ) 科 目 期 末 残 高
( 百 万 円 )

子 会 社 東芝アメリカ
ビジネスソリューション社

所有
直接 50.1％

当社製品の販売等
役員兼任
役員の派遣

当社製品の販売等
(注１) 26,914 売掛金 8,550

資 金 の 貸 付 (注３)
短期貸付金 4,526利息の受取

(注４) 148

子 会 社 東 芝 テ ッ ク
ソリューションサービス㈱

所有
直接100.0％

当社製品の保守委託等
役員兼任
役員の派遣

当社製品の保守委託等
(注１) 49,411 買掛金 10,540

受取配当金 1,390 未 収 入 金 5,268

資金の預り受け (注３)
預り金 10,402利息の支払

(注４) 6
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
( 被 所 有 ) 割 合

関連当事者
との関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

( 百 万 円 ) 科 目 期 末 残 高
( 百 万 円 )

子 会 社 東芝グローバルコマース
ソリューション・ホールディングス㈱

所有
直接100.0％

資金の貸付
役員兼任

役員の派遣

資金の貸付 (注３) 短期貸付金 44,028
(注５)

利息の受取
(注４) 765

未収入金 1,057
(注５)

長期未収入金 4,887
(注５)

子 会 社 東芝グローバルコマース
ソリューション社

所有
間接100.0％

ソフトウェアライセンスの取得
役員兼任
役員の派遣

ソフトウェアライセンスの取得
(注１) 2,700 － －

子 会 社 東芝テックドイツ
画像情報システム社

所有
直接100.0％

当社製品の販売等
役員兼任
役員の派遣

当社製品の販売等
(注１) 16,085 売掛金 6,420

資金の預り受け (注３)
預り金 4,769

利息の支払
(注４) 34

子 会 社 東芝テック深圳社 所有
直接95.7％

当社製品の製造等
資金の預り受け

役員兼任
役員の派遣

当社製品の購入等
（注２） 35,848 買掛金 5,047

受取配当金 12,522 未収入金 32

資金の預り受け (注３)
預り金 3,863利息の支払

(注４) 140

子 会 社 東芝テック香港
調達・物流サービス社

所有
直接100.0％

資金の預り受け
役員兼任
役員の派遣

資金の預り受け (注３)
預り金 5,035

利息の支払
(注４) 147

子 会 社 東 芝 テ ッ ク
シンガポール社

所有
直接100.0％

当社製品の販売等
資金の預り受け

役員兼任
役員の派遣

当社製品の販売等
(注１) 8,301 売掛金 2,749

資金の預り受け (注３)
預り金 3,583利息の支払

(注４) 74

子 会 社 東芝テックフランス
画像情報システム社

所有
直接100.0％

資金の貸付
役員兼任
役員の派遣

資金の貸付 (注３)
短期貸付金 2,317利息の受取

(注４) 26

子 会 社 東芝テックヨーロッパ
画像情報システム社

所有
直接100.0％

資金の預り受け
役員兼任
役員の派遣

資金の預り受け (注３)
預り金 2,003

利息の支払
(注４) 16
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）当社製品の販売等、保守委託等及びソフトウェアライセンスの取得については、市場価格・総原

価を勘案し、当社希望価格を提示し交渉の上、決定している。
（注２）当社製品の購入等については、市場の実勢価格を勘案し、価格交渉の上、発注を決定している。
（注３）資金の預り受け及び資金の貸付については、資金の決済が随時行われており、取引金額としての

把握が困難であるため、当事業年度末の残高のみ記載している。
（注４）資金の預り受け及び資金の貸付については、当事者以外からも金利の提示を受け、市場の実勢レ

ート等を勘案して決定している。
（注５）短期貸付金、未収入金及び長期未収入金に対して、貸倒引当金戻入額2,291百万円を計上してお

り、当事業年度末において32,125百万円の貸倒引当金を計上している。
（注６）上記金額のうち取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示している。

11．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 1,317円27銭
（２）１株当たり当期純損失（△） △145円72銭

12．重要な後発事象に関する注記
連結計算書類 連結注記表 11．重要な後発事象に関する注記に同一の内容を記載しているため、注記を

省略している。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月22日

東芝テック株式会社
取 締 役 会 御中

PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宗 雪 賢 二
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 臼 杵 大 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東芝テック株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東芝テック株

式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
連結注記表「11．重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、会社は2023年５月19日開催の取締役会において、

株式会社リコーとの業務提携並びに会社分割等による複合機等の開発・生産の統合に関する事業統合契約及び株主間契約の締結を
決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月22日

東芝テック株式会社
取 締 役 会 御中

PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宗 雪 賢 二
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 臼 杵 大 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東芝テック株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日ま

での第98期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
個別注記表「12．重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、会社は2023年５月19日開催の取締役会において、

株式会社リコーとの業務提携並びに会社分割等による複合機等の開発・生産の統合に関する事業統合契約及び株主間契約の締結を
決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第98期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成
した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、インターネット等を経由し
た手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びＰｗＣあらた有限責任監査法人から当該内部
統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締
役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事
項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認
められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2023年５月25日

東芝テック株式会社 監査役会
監査役（常勤） 富 沢 幸 樹 ㊞
監査役（常勤） 山 口 直 大 ㊞
社外監査役 梅 葉 芳 弘 ㊞
社外監査役 大 澤 加 奈 子 ㊞

以 上

2023年05月26日 11時26分 $FOLDER; 89ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

大崎駅（北改札口 東口）

至 品川方面
八ツ山通り

至 五反田方面

大崎フォレスト
ビルディング日野学園

御成橋
公園

御成橋

至 品川方面

至 渋谷方面 大崎
ニューシティー

ニュー
オータニ
イン 東京

大崎
センター
ビル

オーバルコート大崎
ビュープラザ

［住居棟］

ザ・パークタワー
東京サウス

［住居棟］

オーバルコート大崎
マークウェスト

［オフィス棟］

アート
ヴィレッジ大崎
セントラルタワー

目黒川

山手通り

噴水

大崎駅

オーバルコート大崎
マークイースト
当社大崎事務所
（株主総会会場）

入口

N

2023年６月30日（金曜日）
午前10時

（受付開始 午前9時）

東京都品川区東五反田
二丁目17番2号 
オーバルコート大崎
マークイースト
　当社大崎事務所
　2階 会議室

会場

● JR
　（山手線、埼京線、湘南新宿ライン）

● 東京臨海高速鉄道 りんかい線

交通機関

開催
日時

徒歩
６分

お願い 当日ご出席の際は、
お車でのご来場はご遠慮下さい。
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